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「東京海上ミレア少額短期の現状2013」
2013年7月発行

東京海上ミレア少額短期保険株式会社
〒220-8135 横浜市西区みなとみらい2-2-1-1

横浜ランドマークタワー35F
電話（045）225-0031（代表）

URL：http://www.tmssi.co.jp/

平素より、東京海上ミレア少額短期をお引き立ていただき、誠に

ありがとうございます。

この度、当社の経営方針、事業概況、財務状況についてご説明す

るためにディスクロージャー誌「東京海上ミレア少額短期の現状

2013」を作成しました。

本誌が当社をご理解いただく一助になれば幸いです。

今後ともなお一層のご支援、ご愛顧を賜りますよう

お願い申し上げます。

＊ 本誌は「保険業法第272条の17において準用する保険業法第111条及び同施行
規則第211条の37」に基づいて作成した ディスクロージャー資料（業務及び財
産の状況に関する説明書類）です。

会社の概要（2013年3月31日現在）

はじめに

社 名 東京海上ミレア少額短期保険株式会社 資 本 金 1,595,833,332円

本社所在地 横浜市西区みなとみらい2-2-1-1 従 業 員 数 125名

横浜ランドマークタワー35F 代 理 店 数 2,156店

▲横浜ランドマークタワー
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2

現　状

平素は、皆様には東京海上ミレア少額短期をお引き立ていただき、誠にありがと

うございます。

おかげさまで当社は2013年4月に開業5周年を迎えました。これもひとえに、支え

て下さった多くの皆様方のお陰であると、社員一同感謝しています。

開業5周年を記念して、神奈川県湘南国際村「めぐりの森」に苗木を植林するプロ

ジェクトに協賛し、神奈川県と「東京海上ミレアの森」呼称使用の覚書を締結して

います。

2012年度のわが国経済は、デフレ環境の中で内需の低迷が続きましたが、後半か

ら円高の是正や株価の上昇が進むなか、景気は緩やかに上向いてきました。このよ

うな情勢のもと、2012年度は営業保険料の増収基調を維持し、2期連続の黒字を実現

しました。

トップメッセージ・経営理念

取締役社長
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今年度は中期3ヵ年計画である「ニューグローイング2014 ～新たな成長に向けて～」

の2年度目を迎えています。引き続き、収益性、成長性および健全性を兼ね備えた少

額短期保険会社を目指し、業務に邁進してまいります。

さらに経営理念をより確かなものとして実現するために、当社ならではの効果的

かつ機能的なビジネスモデルを構築するとともに、高い信用力を誇る東京海上グル

ープの「不動産賃貸専門の少額短期保険会社」として、お客様に『品質で選ばれ成

長する会社』を目指していく所存です。

皆様におかれましては、今後とも一層のご愛顧、お引き立てを賜りますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。

 2013年7月

経営理念

お客様から常に信頼される会社であること

●お客様のニーズを最大限に満たす商品・サービスを常に提供します。
●収益性・成長性・健全性において常にトップクラスの事業を展開し、株主の

負託に応えます。
●社員一人一人の持てる個性が最大限発揮されるように、常に個人の存在を尊

重します。
●公正で誠実な事業活動を通じて、常に人間社会の発展に貢献します。
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現　状

トピックス
平成24年度よこはまグッドバランス賞連続認定

よこはまグッドバランス賞とは、横浜市が男女
共同参画を進めるため、2007年度より、市内事
業所の女性の活用、子育て・介護支援、就労時間
の短縮等、男女が働きやすい職場づくりを積極的
に進める事業所を「働きやすく子育てしやすい企
業」として認定・表彰しているものです。
2011年度に引続き、2012年度も「よこはま

グッドバランス賞」と認定されました。

マッチング・ギフト制度の創設

当社では、社員から寄せられた義援金に対して
会社が上乗せし、寄付する「マッチング・ギフト
制度」を2012年1月より導入しました。
第2回実施は、社員同士による社内オークショ

ンを開催し、昨年より多くの義援金が集まり、5
万円増額の金15万円を横浜市の児童養護施設　聖
母愛児園へ寄付しました。
この「マッチング・ギフト制度」による募金活

動によって社員と会社が一体となって地域社会貢
献活動を積極的に、継続的に実施してまいります。

林文子市長より、社長の関へ表彰状とトロフィーが授与さ
れました。

社会福祉法人 キリスト教児童福祉会
児童養護施設 聖母愛児園（横浜市中区山手町）
佐藤慎一郎施設長（左）に寄付金を渡す、社長の関（右）

表彰状と認定トロフィー

平成24年度認定事業所
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東日本大震災への対応

1日も早いお支払いに向けた対応

・ 地震発生の直後に社長の関を本部長とする
「災害対策本部」を設置し、土日・祝日の「事
故受付センター」での事故受付を行い、地
震から6日後には「地震災害費用保険金」の
お支払いを開始しました。

・ 現地調査を省略して、航空写真・衛星写真を
もとに津波や火災によって甚大な被害のあっ
た地域を認定し迅速な保険金支払に努めまし
た。

・ お客様の申告に基づいて（立会調査を省略し
て）損害認定を行い、保険金請求手続きの簡
略化を図りました。

・ 上記のとおり、全社を挙げた取り組みにより、
2011年10月までに、事故受付からお支払日
まで平均8日で全ての保険金支払を完了しま
した。

当社の「新・お部屋の保険 地震災害費用保
険金」について

借用戸室の所在する建物が地震、噴火またはこ
れらによる津波で全損となり、家財も全損となっ
た場合に、お支払いする保険金です。
保険金のお支払条件が「建物・家屋」ともに「全

損」とシンプルなため、万が一のお支払いの時に
は、速やかに保険金のお支払いができる仕組みに
なっております。
「地震災害費用保険金」のお支払いする金額は1
回の事故につき20万円となっております。

当社は2011年3月の地震発生直後から、被災されたお客様に1日でも早く保険金をお届けするよう全力
で取り組んでまいりました。被災地復興までの道のりは長く続きますが、引き続き全社をあげて被災地の復
興支援に取り組んでまいります。

その他（少額短期保険業界としての取り組み）

当社が加盟する一般社団法人日本少額短期保険
協会（以下、日本少額短期保険協会）では、東日
本大震災で被災した子供たちを支援するための活
動に取り組むことを決定しました。具体的には、
財団法人全国里親会（東京都港区赤坂）が設立し
た「全国里親会大震災こども援助基金」に毎年
100万円を10年間にわたり寄付します。
2013年も日本少額短期保険協会へ加盟してい

る少額短期保険会社各社への募金協力要請を受け
て当社社内で集めた募金を寄付し、各社分をまと
めて2013年3月に日本少額短期保険協会より
100万円を寄付しました。被災した子供たちが1
日も早く明るい家庭と笑顔を取り戻す日が来るこ
とを願ってやみません。当社としても少額短期保
険業界が一丸となり子供たちへの支援を行ってい
けるよう引き続き取り組みを支援していきたいと
思います。
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経営について

東京海上グループ概要

［リスクコンサルティング事業］
東京海上日動リスクコンサルティング

［総合人材サービス事業］
東京海上日動キャリアサービス

［ファシリティマネジメント事業］
東京海上日動ファシリティーズ

［トータルヘルスケアコンサルティング事業］
東京海上日動メディカルサービス

［シルバー事業］
東京海上日動サミュエル
東京海上日動ベターライフサービス

［アシスタンス事業］
ミレア・モンディアル

［保険代理業］
東京海上日動あんしんコンサルティング
等

東京海上日動
日新火災
イーデザイン損保
東京海上ミレア少額短期

［投資顧問・投資信託業務］
東京海上アセットマネジメント投信

［プライベートエクイティ投資業務］
東京海上キャピタル

［デリバティブ・証券業務］
東京海上フィナンシャルソリューションズ証券

［不動産投資顧問業務］
東京海上不動産投資顧問
等

Philadelphia Consolidated Holding Corp.
Delphi Financial Group, Inc.
Tokio Marine Management, Inc.
Kiln Group Limited
Tokio Marine Europe Insurance Limited
Tokio Marine Middle East Limited
Tokio Marine Seguradora S.A.
Tokio Marine Asia Pte. Ltd.
東京海上日動火災保険（中国）有限公司
Tokio Millennium Re Ltd.
Tokio Marine Life Insurance Singapore Ltd.
等

お客様

国内損害保険事業

国内生命保険事業一般事業

海外保険事業金融事業

東京海上日動あんしん生命
東京海上日動フィナンシャル生命
等

東京海上ホールディングスは、東京海上グループ全体の経営戦略・計画立案、グループ資本政策、グループ 
連結決算を担うとともに、コンプライアンス・内部監査・リスク管理等の基本方針を策定し、子会社等の経営管理を
行っています。また、上場企業としてＩＲ・広報および、CSR推進機能を備えています。
これにより、企業価値の最大化に向けて、中長期的なグループ戦略の立案と収益性・成長性の高い分野への戦略

的な経営資源の配分を行い、グループ全体の事業の変革とグループ各社間のシナジー効果を追求します。

東京海上ホールディングスの業務内容

（2013年7月1日現在）

東京海上グループの事業領域と主なグループ会社
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東京海上日動あんしん生命保険株式会社 東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社
設立日 : 1996年8月6日
資本金 : 550億円
保有契約高（個人保険+個人年金保険）
　　　 : 21兆4,805億円
総資産 : 4兆5,985億円
従業員数 : 2,312名
本社所在地 : 東京都千代田区丸の内1-2-1
 東京海上日動ビル新館
（2013年3月31日現在、
本社所在地は2013年7月16日現在）

設立日 : 1996年8月13日
資本金 : 680億円
保有契約高（個人保険+個人年金保険）  
　　　 : 2兆6,137億円
総資産 : 2兆3,492億円
従業員数 : 125名
本社所在地 : 東京都杉並区上荻1-2-1
（2013年3月31日現在）

Kiln Group Limited
創業 : 1962年
正味収入保険料 : 514百万英ポンド
総資産 : 1,383百万英ポンド
従業員数 : 344名
本社所在地 : 英国ロンドン

Philadelphia Consolidated Holding Corp.
創業 : 1962年
正味収入保険料 : 2,236百万米ドル
総資産 : 8,084百万米ドル
従業員数 : 1,532名
本社所在地 :   米国ペンシルバニア州 

バラキンウィッド
（2012年12月31日現在 現地財務会計ベース、従業員数は2013年3月31日現在）

Delphi Financial Group, Inc.
創業 : 1987年
保険料及び手数料収入 : 1,727百万米ドル
総資産 : 10,199百万米ドル
従業員数 : 2,052名
本社所在地 :   米国デラウェア州 

ウィルミントン市
（2012年12月31日現在 現地財務会計ベース、
従業員数は2013年3月31日現在）

（2012年12月31日現在 現地財務会計ベース、従業員数は2013年3月31日現在）

主な保険事業会社

東京海上日動火災保険株式会社 日新火災海上保険株式会社
創業 : 1879年8月1日
資本金 : 1,019億円
正味収入保険料 : 1兆8,696億円
総資産 : 8兆2,921億円
従業員数 : 17,284名
本店所在地 : 東京都千代田区丸の内1-2-1
（2013年3月31日現在）

創業 : 1908年6月10日
資本金 : 203億円
正味収入保険料 : 1,387億円
総資産 : 4,109億円
従業員数 : 2,560名
本店所在地 : 東京都千代田区神田駿河台2-3
（2013年3月31日現在）

 国内損害保険事業 N o n - l i f e  I n s u r a n c e  B u s i n e s s

 国内生命保険事業 L i f e  I n s u r a n c e  B u s i n e s s

 海外保険事業 O v e r s e a  B u s i n e s s

海外ネットワーク

海外拠点：37の国・地域、456都市

駐在員数：218名

現地スタッフ数：約27,000名

クレームエージェント：約250

（サブエージェントを含む）
（2013年3月31日現在）
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経営について

経営戦略

東京海上グループは、「お客様の信頼をあらゆる活動の原点におく」という経営理念に基づき、収益性、成長性お
よび健全性を兼ね備えた企業グループとして、着実に企業価値の拡大を図っていきます。

2012年度からスタートした3ヵ年のグループ中期経営計画「変革と実行 2014」では、厳しい事業環境の中でも持
続的な成長を実現していくために、これまでの取り組みを着実に前進させ、中長期ビジョンである「お客様に品質で
選ばれ、成長し続ける『グローバル保険グループ』」の実現に向けて、グループ一丸となって取り組んでいきます。

1. 全体像

収益額の拡大

■ 国内損害保険事業のコンバインドレシオの改善
■ 国内生命保険事業や海外保険事業の持続的成長
■ 新規事業投資による新たな成長機会の確保

中長期ビジョン

お客様に品質で選ばれ、成長し続ける「グローバル保険グループ」

資本効率の向上

■ 政策株式リスク削減の継続
■ 資本効率の高い事業への投資
■ グローバルなリスク分散効果の向上
■   配当や機動的な自己株式取得による適正資本
水準への調整

■ 既存事業での収益向上・拡大
■ 政策株式リスク削減の継続

■   事業ポートフォリオのグロー
バル分散による資本効率の
向上

■   資本・資金の創出

■ 新規事業投資による新たな成長と資本効率の向上
■ 配当や機動的な自己株式取得による適正資本水準への調整

リスクベース経営
［ERM※］

※ERM：Enterprise Risk Management

東京海上ホールディングスの経営戦略

グループ中期経営計画「変革と実行 2014」

010_9808228052507.indd   10 2013/07/12   15:54:04



11

現

　状

経
営
に
つ
い
て

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て

業
績
デ
ー
タ

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
デ
ー
タ

※1. 収益・ROEは、企業価値を的確に把握し、その拡大に努める観点から「修正利益ベース」で定めます。
※2. 海外保険事業合計では、内訳（損害保険事業（元受・再保険）、生命保険事業）には賦課されていない費用を差し引いています。
※3. 海外保険事業については、2011年1～3月に発生した自然災害保険金を2010年度実績に計上しています。
※4. 自然災害の発生が平年ベースであること等を前提とした場合に見込まれる利益水準。 

株価･為替･金利は、いずれも2012年3月末日ベース。

2.  主要課題
（1）収益額の拡大

各事業での持続的な収益成長を目指します。特に、グループの中核事業である国内損害保険事業において、コンバ
インドレシオ※の改善を図ります。国内生命保険事業や海外保険事業においては、引き続き、持続的成長と収益拡大を
図ります。
また、グループ総合力、シナジー発揮による国内外での収益成長実現に向けた取り組みについても、引き続き、積極

的に展開していきます。
※コンバインドレシオは、保険料を分母、保険金＋経費を分子としてパーセンテージで表示する損害保険会社の収益指標です。
   100％は収支均衡を示し、100％を下回るほど保険引受面での収益性が高いことを示します。

（2）資本効率の向上
各事業の収益拡大等によって創出された資本・資金を成長分野への再投資や株主還元に振り向けること等により、

グループ全体の資本効率向上を図っていきます。
同時に、前中期経営計画において、グループ経営の基本的な考え方として導入し、発展させてきたリスクベース経営

(ERM)を定着させ、「持続的収益成長」、「ROE向上」、「財務の健全性確保」の3つを同時にバランスよく達成すること
を目指します。

3. グループ中期経営計画「変革と実行 2014」において目指す姿

<修正利益の定義>
（1）損害保険事業
 修正利益=当期純利益+異常危険準備金等繰入額+価格変動準備金繰入額

−ALM債券・金利スワップ取引に関する売却・評価損益−保有株式・不動産等に関する売却損益・評価損−その他特殊要素
（各調整額は税引き後）

（2）生命保険事業
 修正利益=エンベディッド・バリュー（EV）の当期増加額−増資等の資本取引
（3）その他の事業
 財務会計上の当期純利益

事業ドメイン 2011年度実績 2012年度実績 2013年度計画 2014年度に目指す姿
［想定レベル］（※4）

修
正
利
益（
※
1
）

国内損害保険事業 △261億円 483億円 700億円

800–900億円
東京海上日動 △187億円 546億円 720億円
日新火災 △16億円 △9億円 10億円
その他 △57億円 △54億円 △30億円

国内生命保険事業 159億円 1,103億円 630億円
600–700億円あんしん生命 764億円 897億円 670億円

フィナンシャル生命 他 △605億円 205億円 △40億円
海外保険事業（※2） △119億円 692億円 900億円

900–1,000億円

損害保険事業 △397億円 660億円 920億円
元受 △364億円 558億円 800億円
再保険 △33億円 102億円 120億円

生命保険事業 10億円 47億円 20億円
自然災害保険金の追込み（※3） 279億円 — —

金融・一般事業 26億円 △187億円 30億円 30–50億円
グループ合計 △195億円 2,091億円 2,260億円 2,300–2,600億円
グループ合計ROE（※1） △0.7% 6.7% 6.6％ 7％以上
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CSR（企業の社会的責任）の取り組み
東京海上グループ　CSR 憲章

東京海上グループは、経営理念の実践がCSRそのものであると捉え、経営理念を徹底的に実践していくことが
各ステークホルダーの皆様に提供する価値を高め、ひいてはその価値の総和である企業価値を高めていくと 
考えています。そこでCSRを実践するための行動指針として「東京海上グループCSR憲章」を定めています。

社会と深い関りを持つ当社は、地域への社会貢献
活動として、みなとみらい地区の清掃活動を2010年
から毎年継続して実施しています。
また、地球環境保護のため、神奈川県湘南国際村

「めぐりの森」に苗木を植林するプロジェクトへ協賛
し、「東京海上ミレアの森」として22世紀に引き継ぐ
森づくりを進めています。

当社のCSRの主な取り組み

東京海上グループ　CSR憲章
　東京海上グループは、以下の行動原則に基づいて経営理念を実践し、社会とともに持続的成長を遂げることに 
より、「企業の社会的責任（CSR）」を果たします。

○商品・サービス
 ・ 広く社会の安心と安全のニーズに応える商品・サー

ビスを提供します。

○ 人間尊重
 ・ すべての人々の人権を尊重し、人権啓発に積極的に

取り組みます。
 ・ 安全と健康に配慮した活力ある労働環境を確保し、

人材育成をはかります。
 ・プライバシーを尊重し、個人情報管理を徹底します。

○  地球環境保護
 ・ 地球環境保護がすべての企業にとって重要な責務

であるとの認識に立ち、地球環境との調和、環境
の改善に配慮して行動します。

○地域・社会への貢献
 ・ 地域・社会の一員として、異なる国や地域の文化や

習慣の多様性を尊重し、時代の要請にこたえる社
会貢献活動を積極的に推進します。

○コンプライアンス
 ・ 常に高い倫理観を保ち、事業活動のあらゆる局面

において、コンプライアンスを徹底します。

○コミュニケーション
 ・ すべてのステークホルダーに対して、適時適切な情

報開示を行うとともに対話を促進し、健全な企業
運営に活かします。
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代表的な経営指標

年　度
項　目

2011年度
（平成23年度）

2012年度
（平成24年度）

元 受 正 味 保 険 料 5,535,210千円 5,825,188千円

正 味 収 入 保 険 料 1,627,606千円 534,190千円

正 味 損 害 率 18.5% 48.7%

正 味 事 業 費 率 68.1% 36.5% 

保 険 引 受 利 益 111,656千円 356,748千円

経 常 利 益 114,230千円 361,240千円

当 期 純 利 益 104,745千円 329,079千円

ソルベンシー・マージン比率 937.8% 1,441.4% 

総 資 産 額 3,287,573千円 3,502,581千円

純 資 産 額 1,278,610千円 1,607,690千円

保 険 業 法 上 の 純 資 産 額 ※ 1,407,623千円 1,749,448千円

※　保険業法上の純資産額とは、保険業法施行規則第211条の8第1項の規定に基づき、貸借対照表の純資産の部の金額に異常危険準備金
および価格変動準備金の額を加えたものです。

2012年度　代表的な経営指標
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2012年度の事業概況
当年度のわが国経済は、海外景気の減速などに

より輸出や生産が低迷するなど全体としては力強
さが欠けるうちに推移しました。一方、輸出環境
の改善、経済対策、金融政策の効果などを背景に、
マインドの改善にも支えられ、次第に景気回復へ
向かうことが期待されています。賃貸不動産業界
についても、貸家着工は底堅い動きとなってきた
ものの、空室率が拡大傾向にあるなど苦しい状況
が続きました。

中期計画の策定
中期計画「ニューグローイング2014 ～新たな

成長に向けて～」をスタートさせました。「トップ
ラインの成長」「収益性の拡大」「商品開発・事務
処理プロセスの改善」「お客様サービスの充実」を
4本柱とし、また「内部統制の強化」「企業文化の
醸成・定着化」を２つの基盤と位置づけ、一層の
成長に向けての態勢づくりに努めてまいりました。

CSR
当社は、地球環境保護の観点から紙の使用量を

節減するため、2012年2月からWeb証券（保険
証券の発行に代えてホームページ上で保険契約の
内容を迅速にご確認いただける「お客様専用ペー
ジ」のサービス）を推奨し、選択いただいた場合
に神奈川県湘南国際村「めぐりの森」に苗木を植
林するための費用を当社が寄付するプロジェクト
を開始し、県と『「めぐりの森」における呼称使用
に関する覚書』を締結しました。
「東京海上ミレアの森」の成長と22世紀に引き
継ぐ森づくりに取組んでいきます。

働きやすい職場環境づくりの取り組み
当社ではかねてより育児・介護等の両立支援の

各種サポート制度やワーク・ライフ・バランスの
実現に向けた各種の取り組みを進めていますが、
こうした取り組みが横浜市に評価され、2011年
度に引き続き2012年度も連続して「よこはまグ
ッドバランス賞」と認定されました。
「よこはまグッドバランス賞」とは、横浜市が男
女共同参画を進めるため、2007年度から、横浜
市内事業所の女性の活用、子育て・介護支援、就
労時間の短縮等、男女が働きやすい職場づくりを
積極的に進める特に優秀な事業所に対し認定・表
彰されるものです。他にも女性職員が多い横浜本
社、福岡支社では、「子育て応援宣言」企業として
登録認定されています。

「新・お部屋の保険」および「テナント保険」の
販売を順調に伸ばし、保有契約件数は、714,535
件と57千件増加し、2010年度に開始した「ミレ
アdeネット（代理店Web）」利用を引き続き推進し、
ご契約時の保険料支払手続きのキャッシュレス化
や、代理店による申込書データ送信等、業務効率
化が進み収益性も拡大しました。

当年度業績
保険料6,175百万円に回収再保険金等の再保険

収入4,961百万円を加えた保険料等収入は
11,136百万円となり、責任準備金等戻入額277
百万円および資産運用収益、その他経常収益を加
えた経常収益は11,418百万円となりました。
一方、保険金等支払金6,953百万円、事業費

4,103百万円等を合計した経常費用は11,057百
万円となりました。
この結果、経常利益は361百万円、当期純利益

は329百万円となり、当年度末の利益剰余金は△
650百万円、純資産は1,607百万円となりまし
た。

経営環境

平成24年度認定事業所

保有契約の増加と業務プロセス改革
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コーポレート・ガバナンスの状況

1.　取締役・取締役会
取締役は5名、うち2名が社外取締役であり

（2013年7月1日現在）、任期は1年とし、再任を
妨げないものとしています。
取締役会は、重要な業務執行を決定するととも

に、取締役の職務の執行を監督する責務、適切な
内部統制システムを構築する責務等を負います。
また、各取締役は、取締役会がこれらの責務・

機能を充分に全うできるよう努めています。

2.　経営会議
当社では、経営方針および業務執行の全般に関

わる重要事項について協議を行うことを目的とし
て、常勤取締役、常勤監査役および本社管理部門
の部長から構成される経営会議を設置しています。

3.　取締役会委員会
当社では、取締役会から諮問された事項につい

ての調査、審議もしくは立案を行い、また、委任
された事項について、その解決策を計画・立案し、
総合的に調査の上、推進することを目的として、
常勤取締役、常勤監査役および部長から構成され
る以下の取締役会委員会を設置しています。
（1）コンプライアンス委員会

当委員会は、コンプライアンスに関する方針
および実施計画の策定と推進、コンプライアン
スの社内推進体制の整備、コンプライアンスに
関する社員教育・研修に関する基本方針および
実施計画の策定等を担っています。

（2）リスク管理委員会
当委員会は、リスク管理の基本方針および基

本計画の策定、リスク管理態勢の整備、リスク
管理に関する社員教育・研修の統轄および実
施、事業運営に重大な影響を及ぼすリスクが突
発的に発生した場合の緊急対応の検討等を担っ
ています。

（3）IT運営委員会
当委員会は、IT投資計画全般に関する総合的

な調整、およびITの持つ可能性を最大限に活か
した業務運営に関する協議等を行い、当社ITガ
バナンスを推進することを担っています。

4.　監査役・監査役会
監査役は、独立した機関として、企業の健全で

公正な経営に寄与し、社会的信頼に応えることを
目的に、取締役の職務執行について監査を行いま
す。
監査役は3名全員が社外監査役です。（2013年

7月1日現在）
監査の実施にあたっては、監査役会で定めた監

査役会規則、監査役監査基準、監査方針および監
査計画等に従い、質の高い監査を実施するよう努
めています。

コーポレート・ガバナンス態勢

当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を重
要な経営課題として位置づけ、親会社である東京
海上ホールディングスが策定した「コーポレート・

ガバナンス方針」に基づいた健全で透明性の高い
コーポレート・ガバナンスを構築しています。

当社の統治機構
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１ ．東京海上グループにおける業務の適正を確
保するための体制

(1) 当社は、東京海上グループ経営理念、東京海上ＨＤと
の間で締結された経営管理契約、「東京海上グループ 
グループ会社の経営管理に関する基本方針」をはじめ
とする各種グループ基本方針等に基づき、適切かつ健
全な業務運営を行う。

a. 当社は、事業戦略、事業計画等の重要事項の策定に
際して東京海上ＨＤの事前承認を得るとともに、各
種グループ基本方針等に基づく取り組み、事業計画
の実施状況等を取締役会および東京海上ＨＤに報告
する。

(2) 当社は、「東京海上グループ　経理に関する基本方針」
に基づき、当社の財務状態および事業成績を把握し、
株主・監督官庁に対する承認・報告手続、税務申告等
を適正に実施するための体制を整備する。

(3) 当社は、「東京海上グループ　財務報告に係る内部統
制に関する基本方針」に基づき、財務報告の適正性と
信頼性を確保するために必要な体制を整備する。

(4) 当社は、「東京海上グループ　情報開示に関する基本
方針」に基づき、企業活動に関する情報を適時・適切
に開示するための体制を整備する。

(5) 当社は、「東京海上グループ　グループ内取引等の管
理に関する基本方針」に基づき、グループ内取引等の
管理体制を整備する。

２ ．職務の執行が法令および定款に適合するこ
とを確保するための体制

(1) 当社は、「東京海上グループ　コンプライアンスに関
する基本方針」に基づき、以下のとおり、コンプライ
アンス体制を整備する。

a. 役職員が「東京海上グループ　コンプライアンス行
動規範」に則り、事業活動のあらゆる局面において
コンプライアンスを最優先するよう周知徹底を図る。

b. コンプライアンスを統轄する部署を設置するととも
に、年度アクションプランを策定して、コンプライ
アンスに関する取り組みを行う。

c. コンプライアンス・マニュアルを策定するとともに、
役職員が遵守すべき法令、社内ルール等に関する研
修を実施して、コンプライアンスの周知徹底を図る。

d. 法令または社内ルールの違反が生じた場合の報告ル
ールを定めるとともに、通常の報告ルートのほかに、
社内外にホットライン（内部通報制度）を設け、そ
の利用につき役職員に周知する。

(2) 当社は、「東京海上グループ　顧客保護等に関する基
本方針」に基づき、お客様本位を徹底し、顧客保護等
を図るための体制を整備する。

(3) 当社は、「東京海上グループ　情報セキュリティ管理
に関する基本方針」に基づき、情報セキュリティ管理
体制を整備する。

(4) 当社は、「東京海上グループ　反社会的勢力等への対
応に関する基本方針」に基づき、反社会的勢力等への
対応体制を整備するとともに、反社会的勢力等との関
係遮断、不当要求等に対する拒絶等について、弁護士
や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対
応する。

(5) 当社は、「東京海上グループ　内部監査に関する基本
方針」に基づき、被監査部門から独立した内部監査担
当部署を設置するとともに、内部監査規程を制定し、
効率的かつ実効性のある内部監査体制を整備する。

３．リスク管理に関する体制
(1) 当社は、「東京海上グループ　リスク管理に関する基

本方針」に基づき、以下のとおり、リスク管理体制を
整備する。

a. リスク管理方針を定め、当社の事業遂行に関わる
様々なリスクについてリスク管理を行う。

b. リスク管理を統轄する部署を設置するとともに、リ
スク管理方針において管理対象としたリスク毎に管

　当社は、会社法および会社法施行規則ならびに東京海上ホールディングス株式会社（以下「東京海上ＨＤ」
という。）との間で締結された経営管理契約および東京海上ＨＤが定めた各種グループ基本方針等に基づき、以
下のとおり、内部統制基本方針を定める。

内部統制基本方針

理部署を定める。
c. リスク管理についての年度アクションプランを策定

する。
(2) 当社は、「東京海上グループ　危機管理に関する基本

方針」に基づき、危機管理方針を定め、危機管理体制
を整備する。

４ ．職務の執行が効率的に行われることを確保
するための体制

(1) 当社は、経営管理契約に基づき、グループの経営戦略
および経営計画に則って、事業計画（数値目標等を含
む。）を策定し、当該計画の実施状況をモニタリング
する。

(2) 当社は、業務分担および指揮命令系統を通じて効率的
な業務執行を実現するため、職務権限に関する規程を
定めるとともに、事業目的を達成するために適切な組
織機構を構築する。

(3) 当社は、経営会議規則を定め、取締役で構成する経営
会議を設置し、経営上の重要事項について協議・報告
を行う。

(4) 当社は、「東京海上グループ　ＩＴガバナンスに関す
る基本方針」に基づき、ＩＴガバナンスを実現するた
めに必要な体制を整備する。

(5) 当社は、「東京海上グループ　人事に関する基本方針」
に基づき、社員の働きがい、やりがいの向上、透明公
正な人事および成果実力主義の徹底により、生産性お
よび企業価値の向上の実現を図る。

５ ．取締役の職務の執行に係る情報の保存およ
び管理に関する体制

 当社は、文書等の保存に関する規程を定め、重要な会
議の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む
重要な文書等は、同規程の定めるところに従い、適切
に保存および管理を行う。

６ ．監査役の職務を補助すべき職員および当該
職員の取締役からの独立性に関する事項

(1) 当社は、監査役の求めに応じ、監査役の監査業務を補
助するための監査役直轄の事務局を設置し、監査業務
を補助するために必要な知識・能力を具備した職員
（専属を原則とする。）を配置する。

(2) 監査役事務局に配置された職員は、監査役の命を受け
た業務および監査を行う上で必要な補助業務に従事
し、必要な情報の収集権限を有する。

(3) 当該職員の人事考課、人事異動および懲戒処分は、常
勤監査役の同意を得た上で行う。

７．監査役への報告に関する体制
(1) 役職員は、経営、財務、コンプライアンス、リスク管

理、内部監査の状況等について、定期的に監査役に報
告を行うとともに、業務執行に関し重大な法令もしく
は社内ルールの違反または会社に著しい損害を及ぼす
おそれのある事実があることを発見したときは、直ち
に監査役に報告を行う。

(2) 役職員は、ホットライン（内部通報制度）の運用状況
および重要な報告・相談事項について定期的に監査役
に報告を行う。

８ ．その他監査役の監査が実効的に行われるこ
とを確保するための体制

(1) 監査役は、取締役会に出席するほか、経営会議その他
の重要な会議または委員会に出席し、意見を述べるこ
とができるものとする。

(2) 監査役は、重要な会議の議事録、取締役が決裁を行っ
た重要な稟議書類等については、いつでも閲覧するこ
とができるものとする。

(3) 役職員は、いつでも監査役の求めに応じて、業務執行
に関する事項の説明を行う。

(4) 内部監査担当部署は、監査に協力することなどによ
り、監査役との連携を強化する。
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コンプライアンスの徹底

「お客様の信頼を得るための日常の業務活動すべてがコンプライアンスの取り組み」という認識のもと、
コンプライアンス態勢の強化を図り、全役職員がコンプライアンスの徹底に取り組んでいます。
○会社全体としてのコンプライアンスの徹底のため、社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設
け、コンプライアンスに関する基本方針・年次計画の立案や実施状況の点検・監視を行っています。

○コンプライアンスの確実な推進とけん制機能の適切な実施のため、独立したコンプライアンス部門を設置
しています。

○各部長がコンプライアンス推進の責任者となりコンプライアンス研修の実施等、部署内のコンプライアン
スの徹底を図っています。

○コンプライアンス上の問題を発見した場合には、速やかに内部統制部等に報告・相談を行うことを義務付
けています。

○何らかの理由で通常の報告・相談を行うことが適当でない場合には、各種ホットラインを利用して匿名で
報告・相談を行うことができます。

コンプライアンス態勢

　当社は、お客様の信頼をあらゆる活動の原点に置き、健全かつ公正な経営を旨とすることを経営理念や経
営方針に掲げ、コンプライアンスを経営の基本に位置づけています。

＜コンプライアンス宣言＞
当社は、お客様の信頼を常に得るために、お客様から常に信頼される会社であることを経営理念としており、コンプラ

イアンスの徹底は当社の経営理念の実践そのものです。
当社では遵守すべき重要な事項を「基本方針（行動規範）」としてまとめています。私たち全役職員は、この行動規範

に則り、事業活動のあらゆる局面において、コンプライアンスの徹底を最優先することをここに宣言いたします。
東京海上ミレア少額短期保険株式会社

取締役社長　関　栄男

　また、東京海上グループとして東京海上グループ各社の全役職員が遵守すべきコンプライアンス行動規範
を定めています。

＜東京海上グループコンプライアンス行動規範＞（骨子）

● 法 令 等 の 徹 底
法令や社内ルールを遵守するとともに、公正で自由な競争を行い、社会規範にもとる
ことのない誠実かつ公正な企業活動を行います。

● 社 会 と の 関 係 社会、政治との適正な関係を維持します。

● 適切かつ透明性の高い経営 業務の適正な運営をはかるとともに、透明性の高い経営に努めます。

● 人 権 ・ 環 境 の 尊 重
お客様、役職員をはじめ、あらゆる人の基本的人権を尊重します。また、地球環境に
配慮して行動します。
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反社会的勢力等への対応

　反社会的勢力等とは、以下のいずれかに該当する集団または個人を指します。
・ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼう

ゴロ、特殊知能暴力集団等の暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人
・ 上記以外で暴力、脅迫、威力、詐欺等の違法ないし不当な手段を用いて不当な要求行為を行う集団また

は個人

＜反社会的勢力等とは＞

＜基本方針＞
当社は、良き企業市民として公正な経営を貫き広く社会の発展に貢献するため、反社会的勢力等との関係の遮断および

不当要求等に対する拒絶を経営理念の実践における基本的事項として位置づけ、反社会的勢力等に対して、弁護士や警察
等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応するよう努めます。

＜対応方針＞
　反社会的勢力等に対し、以下１から５に基づき対応します。
１．組織としての対応

　反社会的勢力等からの不当要求等に対しては、担当者や担当部署だけに任せず、会社組織全体として対応する。また、

反社会的勢力等からの不当要求等に対応する役職員の安全を確保する。

２．外部専門機関との連携

　反社会的勢力等からの不当要求等に備えて、平素より、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機

関との緊密な連携関係の構築に努め、不当要求等が行われた場合には必要に応じ連携して対応する。

３．取引を含めた一切の関係遮断

　反社会的勢力等とは、業務上の取引関係を含めて、一切の関係を持つことのないよう努める。また、反社会的勢力等

からの不当要求等は拒絶する。

４．有事における民事と刑事の法的対応

　反社会的勢力等からの不当要求等に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行う。

５．裏取引や資金提供の禁止

　反社会的勢力等からの不当要求等が、東京海上グループの各社の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠蔽す

るための裏取引は絶対に行わない。また、反社会的勢力等への資金提供は、リベート、利益上乗せ、人の派遣等、いか

なる形態であっても絶対に行わない。
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情報管理方針

個人情報のお取扱いについて（プライバシー・ポリシー）

個人情報の保護

プライバシー・ポリシー

　東京海上ミレア少額短期保険株式会社（以下「当社」という。）は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、保険事業に対する社会の
信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）その他の関連法令、金融分野における個人情報保護に関
するガイドラインその他のガイドラインならびに東京海上グループ プライバシー・ポリシーを遵守して、個人情報を適正に取り扱うと
ともに、安全管理について適切な措置を講じます。
　当社は、個人情報の取扱いが適正に行われるように、当社代理店および職員への教育・指導を徹底し、適正な取扱いが確実に行われ
るよう取り組んでまいります。 

１．個人情報の取得

当社は、業務上必要な範囲内でかつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。

２．個人情報の利用目的

当社は、取得した個人情報を次の業務ならびに下記４．に掲げる目的に必要な範囲内で利用し、当該利用目的以外には利用しません。 
○保険契約の適正な引受、維持管理、更新、保険金のお支払い 
○委託先（代理店を含む）のサービスの案内・提供 
○当社業務・商品・サービスに関する情報提供、運営管理および商品・サービスの充実 
○当社が有する債権の回収
○再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求
○東京海上グループ各社・提携先企業等が取り扱う生命保険、コンサルティング等の商品・サービスの案内
○各種イベント・キャンペーン・セミナーの案内、各種情報の提供
○当社または当社代理店が提供する商品・サービス等に関するアンケートの実施
○市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による新たな商品・サービスの開発
○当社社員の採用、販売基盤（代理店等）の新設・維持管理
○他の事業者から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務
○問い合わせ・依頼等への対応
○その他上記目的に関連・付随する業務ならびにお客様とのお取引および当社の業務運営を適切かつ円滑に履行するために行う業務

３．個人情報の提供

当社は、次の場合を除き、ご本人の個人情報を第三者に提供することはありません。 
○あらかじめ、ご本人が同意されている場合
○法令に基づく場合
○利用目的の達成に必要な範囲内において、業務を外部（代理店を含む）へ委託する場合 
○再保険の手続きをする場合 
○当社のグループ会社・提携先企業との間で共同利用を行う場合（下記「４．グループ会社・提携先企業との共同利用について」を
ご覧ください。）

当社は、お客様の住所・氏名・契約内容などの情報について、業務上必要な範囲内において、適法で公正
な方法により取得しています。
その情報については、保険契約の引き受け・管理、適正な保険金の支払い、お客様のニーズにあった保険

商品・サービスのご案内などのために利用しています。また、当社では、「個人情報の保護に関する法律」
および関連ガイドライン等に基づき、社内諸規定を整備し、社内および代理店の教育、モニタリングを行
い、情報管理の徹底に取り組むとともに、日々、態勢の改善に努めています。
お客様の個人情報のお取り扱いに関しては下記の「プライバシー・ポリシー」を定め、当社ホームページ

（http://www.tmssi.co.jp/）で公表しています。
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４．グループ会社・提携先企業との共同利用について

前記２．に記載した利用目的のため、ならびに持株会社による子会社の経営管理のために、当社と東京海上グループ各社・提携先企業
との間で、以下のとおり個人データを共同利用します。
個人データの項目： 住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス、性別、生年月日、その他申込書などに記載された契約内容および

事故状況、保険金支払状況など
個人データ管理責任者：東京海上ミレア少額短期保険株式会社
当社のグループ会社・提携先企業については、下記のとおりです。
グループ会社：ホームページアドレス（http://www.tokiomarinehd.com/group/index.html）
提携先企業：個人データを当社が提供している提携先企業はございません。

５．センシティブ情報の取扱い

お客様の本籍地・健康状態などのセンシティブ情報につきましては、「保険業法施行規則第211条の33で準用する保険業法施行規則
第53条の10」および「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第６条」により、お客様の同意に基づき業務遂行上必要
な範囲で利用するなど業務の適切な運営の確保その他必要と認められる場合に利用目的が限定されています。
当社は、これらの利用目的以外には、センシティブ情報を取得、利用または第三者提供しません。

６．個人データの管理方法

当社は、ご本人の個人データを正確、最新なものにするよう常に適切な措置を講じています。また、法令などにより要請される、組
織的、技術的、人的な各安全管理措置を実施し、ご本人の個人データへの不当なアクセス、個人データの紛失・破壊・改ざん・漏えい
などを防止するため、万全を尽くしています。
なお、当社の委託を受けて個人データを取扱う会社にも、同様に厳重な管理を行わせています。万一、個人データに関する事故が発

生した場合には、迅速かつ適切に対応いたします。 

７． 個人情報の開示・訂正・利用停止等

当社は、ご本人の個人情報の開示、訂正等（訂正、追加、削除）、利用停止（利用停止、消去）のご請求については、下記「９．お問
い合わせ窓口」にご請求ください。ご請求者がご本人であることを確認させていただくとともに、当社所定の書式にご記入いただいた
上で手続きを行い、後日原則として書面で回答いたします。利用目的の通知請求および開示請求については、当社所定の手数料をいた
だきます。
開示等請求の詳細については、下記をご覧ください。
ホームページアドレス（http://www.tmssi.co.jp/policy/index.html）

８． 個人情報の取扱いに関する継続的改善

当社は、個人情報の取扱いに関して定期的に見直し、一層の個人情報保護のために継続的改善に取り組んでまいります。また、この
プライバシー・ポリシーの内容に変更が生じた場合、 速やかにご通知するか当社のホームページなどに掲載し、公表いたします。

９． お問い合わせ窓口

　当社の個人情報の取扱いに関する苦情や、個人データに関するご照会・ご相談は、下記までお問い合わせください。

【お問い合わせ窓口】
　■東京海上ミレア少額短期保険株式会社「お客様の声」受付窓口　　0120−670−055
　受付時間：平日9：30～17：00　（土日、祝日、休日および12月30日～1月3日を除く）
　
　当社は日本少額短期保険協会に加盟しております。同協会では、加盟会社の個人情報の取扱いに関する相談・苦情を受け付けており
ます。
　
　■一般社団法人 日本少額短期保険協会　0120−784−422
　受付時間：平日9：00～17：00　（土日祝日および年末年始を除く）

東京海上ミレア少額短期保険株式会社
個人データ管理責任者
取締役　天野　勝彦
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情報開示
　当社は、お客様、株主、社会をはじめとするあらゆるステークホルダーの皆様に、当社をご理解していた
だき、適正にご評価いただくために、「東京海上グループ情報開示基本方針」に基づき、当社に関する重要
な情報を公正かつ適時・適切な開示に努めます。

ホームページ

　当社のホームページには、
商品・サービス・各種手続
きのご案内や会社情報等 
を掲載しています。また、 
当社からのお知らせやニュ
ースリリース等もご覧いた
だ け ま す。（http://www.
tmssi.co.jp/）

ディスクロージャー誌

当社の事業活動についてステークホルダーの皆様に幅
広くご理解いただくために、毎年「東京海上ミレア少額
短期の現状」を発行します。当社の概要、業績の概況を
はじめ、経営方針、決算・財務情報等についてわかりや
すく説明しています。
また、東京海上ホールディングスではステークホルダ

ーの皆様向けにトップメッセージ、経営戦略、財務状況
等を分かり易くご説明するため「アニュアルレポート 
2013（東京海上ホールディングス ディスクロージャ
ー誌）」を作成しております。

東京海上グループ
CSRブックレット・サステナビリティ報告書
東京海上グループでは、CSR（企業の社会的責任）

の主要課題（本業を通じた 
価値提供、気候変動への対応、
地域・社会との協働）の取り
組みをわかりやすく紹介する
ため、「CSRブックレット（小
冊子）」を発行しています。株
主、投資家等の皆様向けのよ
り詳しい情報・データは「東
京海上グループサステナビリ
ティ報告書（Webサイト）」で
報告しています。

勧誘方針
　当社では、お客様への販売・勧誘にあたって「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、勧誘方
針を次のとおり定め、保険商品の適正な販売活動に努めます。

１. 金融商品の販売等に関する法律・消費者契約法・個人情報の保護に関する法律およびその他各種
　　法令等を遵守し、適正な保険販売に努めます。
２. 当社代理店に勧誘方針の理解と徹底を図るための指導・教育に努めます。
３. 保険商品の内容およびご契約に関する重要事項については、重要事項説明書による説明を行い、
　　お客様が十分理解されたうえでご契約いただくよう努めます。また、販売形態に応じて適切な説
　　明に努めます。
４. 保険の販売・勧誘にあたっては、お客様にご迷惑をおかけする時間帯や場所での勧誘はいたしま
　　せん。
５. 保険事故が発生した場合は、迅速かつ適正な保険金の支払いに努めます。
６. プライバシー保護の重要性を認識し、お客様の情報については、適正かつ厳正な管理に努めます。
７. お客様からのお問い合わせには、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。
８. お客様のご意見等の収集に努め、今後の保険商品の改善や販売活動に反映していくよう努めます。

東京海上ミレア少額短期の現状
平成25年版／平成24年度決算
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保険事業運営上のリスクが高度化・複雑化・多様化してきたことを踏まえ、当社は、東京海上グループの
リスク管理基本方針に基づき各種の「リスク管理方針」を定め、業務の健全性と適正性を確保し向上するた
めの管理態勢を構築しています。

＜リスク管理基本方針＞
業務の健全性と適正性を確保し維持することを目的に「リスク管理基本方針」を定め、リスク管理に係る

組織・体制、リスクの定義、レポーティングルールなど、当社のリスク管理全般に関する基本的事項を明確
化しています。

＜危機管理方針＞
当社は、リスク管理基本方針に基づき「危機管理方針」を定め、お客様・代理店との関係に広範かつ重大

な影響が生じたり、当社業務に著しい支障が生じる事態において、適切な行動・措置をとり、当社が被る経
済的損失を極小化し、迅速に通常業務へ復旧することとしています。

＜個別リスク管理方針＞
当社の事業遂行に関わる主要なリスクを特定し、主管部を定め個別にリスク管理に取り組んでいます。
主要なリスクの概要は次のとおりです。

１.保険引受リスク
商品開発改定等に関するリスク、個別契約引受
に関するリスク、再保険に関するリスク、適切
な責任準備金または支払備金の積立が行われな
いリスクからなります。

２.流動性リスク
当社の財務内容の悪化等を原因として流入資金
の減少または資金流出の増加が生じることによ
り当社が債務を履行できなくなる等により当社
が損失を被るリスクのことです。

３.事務リスク
社員・代理店等の事務ミスや不正な処理により
当社が損失を被るリスクのことです。

４.システムリスク
情報システムに関して、その停止または誤作動、
不正使用、セキュリティ対策の不備などが原因
となって、当社が直接、間接を問わず、損失を
被るリスクのことです。

５.情報漏えいリスク
役員・社員・代理店等の誤りや不正な処理等に
より、顧客情報や機密情報が漏えいし、当社が
損失を被るリスクのことです。

６.法務リスク
事業活動に関連して発生する可能性がある、法
令等の不遵守、法律紛争の発生等により損失を
被るリスクのことです。

７.レピュテーショナルリスク
当社および当社業務に密接な関係を有する者に
関する否定的な評価・評判が流布されることに
より当社の信用やブランド価値等が悪化し、結
果的に不利益を被るリスクのことです。

８.事故・災害・犯罪リスク
事故・災害・犯罪に起因して、当社または代理
店等当社業務に密接な関連を有するものが、そ
の生命・身体・資産・情報・信用・業務遂行能
力に被害が発生することにより当社が損失を被
るリスクのことです。

９.人事・労務リスク
必要な人材の確保または育成が十分でないこと、
人事運営に関する不満に起因する社員の士気の
低下、不適切な労務管理に起因する社員または
スタッフの士気の低下または心身の健康障害に
より当社が損失を被るリスクのことです。

リスク管理方針

リスク管理態勢

　少額短期保険業者の資産運用は、預貯金（外貨建てを除く）・国債・地方債等に限定されているうえ、
当社では安全性・流動性の確保のため預貯金による運用を基本方針としています。

資産運用方針

資産運用方針
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募集制度
代理店による保険募集

代理店の役割と業務内容
代理店の役割は、少額短期保険会社との間で締

結した代理店委託契約に基づき、保険会社に代わ
って、お客様との間で保険契約を締結し、保険料
を領収します。
保険契約締結までの主な業務内容は、

・保険のパンフレットで保障内容等の説明
・「重要事項説明書」で“契約概要”と“注意喚起
情報”を説明

・適切な商品を勧める
・お客様の意向確認を行い、保険契約を締結

代理店登録および届出
代理店が保険募集を行うためには、保険業法第

276条に基づき、内閣総理大臣への登録を受ける
ことが必要です。
また、保険取扱者が、少額短期保険の募集をす

るためには、「少額短期保険募集人試験」に合格し、
内閣総理大臣へ届出をしなければなりません。

当社の少額短期保険代理店制度
当社の代理店制度は、「新・お部屋の保険」（賃

貸入居者総合保険）および｢テナント保険｣を取り
扱う不動産管理業者および仲介業者向けに独自の
仕組みを提案しています。
●代理店数

2011年度末 2012年度末
2,150店 2,156店

代理店指導・点検およびモニタリング
●募集前研修

募集前研修は、募集人が適切な保険業務を行
えるよう研修をします。(以下は主な内容)
・少額短期保険の特有の業務
・当社特有の業務
・コンプライアンス（禁止行為他）

●代理店業務研修
代理店業務研修は、募集人が適正な保険募集

を行えるよう定期的に指導をします。
●代理店点検

代理店点検は、代理店・募集人の登録・届出
情報や募集実務などを確認し、適正な募集態勢
を整えるよう定期的に点検します。

●代理店監査（モニタリング）
代理店監査は、代理店の募集態勢、募集人の

実務状況および代理店点検に関するモニタリン
グを行い、代理店における募集態勢を検証しま
す。

当社は、全国で約2,000店の不動産管理業・仲介業者の代理店を通じて、賃貸住宅とテナント入居者向けに
それぞれ「新・お部屋の保険」と「テナント保険」をご案内し、日常生活および事業に関わる安心を届けています。
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当社は、「お客様から常に信頼される会社であること」を目指し、PDCAサイクルを回し、継続的に品質
向上等に取り組んでいます。特に、「お客様の声」こそが私たちの品質の源泉であり、「お客様の声」を真摯
に受け止め、積極的に企業活動にいかしていくことにより、「お客様本位」の徹底と品質の向上に努めてい
ます。

お客様にご満足いただくために

「お客様の声」の受付窓口
当社では以下のとおり、「お客様の声」を承っています。特にお客様からのご不満に対しては、関連部門

とも連携し、迅速かつ適切な対応を行っています。

●お客様専用フリーダイヤル
契約に関するご質問やご相談は当社のお客様

専用フリーダイヤルへお問い合わせください。
お客様専用フリーダイヤル：0120-670-055
（受付時間 平日9：30～17：00）

●ホームページ「お客様の声」照会窓口
当社のホームページ上にも「お客様の声」 照

会窓口を設置しています。
（http://www.tmssi.co.jp/）
商品内容やサービス、その他保険関係全般に

ついてのご照会や当社に対するご不満等につい
てのご意見を承っています。

「お客様の声」の分析・活用
お客様からお寄せいただいたご不満等のご意見

については、当社の担当部において一元管理する
とともに分析を行い、関係各部署への改善提案お
よび業務プロセスや商品等の改善等当社の施策に
いかしていきます。

「お客様の声」の取締役会・経営会議へ
の四半期ごとの報告

「お客様の声」 についての分析結果を四半期ご
とに取締役会および経営会議に報告し、情報共有
と経営改善にいかしていきます。

「お客様の声」を起点とした改善サイクル
品質向上に向け「お客様の声」を積極的にお聴

きし、「お客様の声」を分析し考え、具体的な改
善策を実践し、より高い品質をお客様にお届けす
るという改善サイクルを回し続けることで、「お
客様から常に信頼される会社であること」を目指
します。

●一般社団法人 日本少額短期保険協会
日本少額短期保険協会では、お客様相談窓口において、少額短期保険に関する相談や苦情等を受け付けて
います。詳しくは、日本少額短期保険協会のホームページをご参照ください。
（http://www.shougakutanki.jp）

指定紛争解決機関について
当社との間で問題が解決できない場合は、保険業法

に基づく「指定紛争解決機関」（＝指定ADR機関）で
ある日本少額短期保険協会の「少額短期ほけん相談室」
をご利用いただくことができます。

少額短期ほけん相談室
フリーダイヤル　0120−821−144
受付時間／平日9：00～12：00、13：00～17：00
（土日・祝日、12月29日～1月4日はお休み）

「お客様の声」をお聴きする取り組み

「お客様の声」を経営にいかす取り組み

公平・中立な立場でお応えする機関のご紹介
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商品・サービスについて

「保険」は、多くの者から、少額の保険料（掛け金）を集め、保険金を支払うべき事由（人の死亡や損害
の発生）が発生した場合にその者に保険金を支払うという形で、リスクに対処しようとする仕組みです。例
えば、火災保険では、保険契約に加入した者が支払った保険料で、火災などによって加入者に生じた損害を
保険金で埋め合わせることになりますから、保険契約に加入した者全体で損害を被った加入者の生活を再建
することになり、一種の相互扶助的な機能を果たしていることになります。
また、貯蓄等でリスクに対処しようとしても、貯蓄開始直後に損害が発生した場合には、貯蓄額不足によ

り対処することができないことが考えられますが、保険では、一定の保険料を支払い保険契約を締結した直
後から、十分にリスクに対処することが可能です。

保険の仕組み

保険業を行う場合には、保険業法の定めにより、政府から事業免許を受ける必要がありましたが、2006
年4月に施行された保険業法の改正により、財務局への登録という比較的簡易な手続で設立が認められ、保
険業を行うことができる「少額短期保険業者」が誕生しました。「少額短期保険業者」は、保険業法の規定
に従い、少額かつ短期の保険のみを引き受けることができます。また、保険金額が少額かつ保険期間が短期
であれば、生命保険も損害保険も引受可能であり、1保険会社で双方の保険を引き受けることができない生
命保険会社や損害保険会社とは異なる一つの特徴となっています。
この引受可能な「少額」とは、一般的には、1,000万円以下をいいます。ただし、当社を含め、法改正

の以前より共済の引受実績のある少額短期保険業者においては、2018年3月までは、その3倍の3,000万
円までの引受が認められています。ただし、2013年3月以前に引受を行った契約およびその更新等につい
ては、5,000万円まで引受が可能です。
また、同じく引受可能な範囲を定める「短期」は、損害保険では2年以下、生命保険では1年以下とされ

ています。

少額短期保険業者

保険料
保険契約者にお支払いいただく保険料は、統計的手法により保険金支払いに充当すべき金額を各保険契約

に公平に配分したものに、保険会社の運営経費、代理店手数料などを加算して算出しています。算出した保
険料は、財務局に届出を行っております。
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1．保険契約の募集
保険は、保険会社が万一の場合に保障を行うと

いう契約であり、約束そのものが商品となってい
ますので、保険約款が保険会社の商品内容となり
ます。
保険約款は、標準的な内容を定めた普通保険約

款とこれを必要に応じて修正する特約条項から構
成されます。
このような無形の商品ですので、保険契約の締

結にあたっては、まず、保険代理店が保険商品の
保障内容や契約締結時の留意点などを説明し、保
険契約の募集を行います。
説明には、「パンフレット」、「重要事項説明書」

および「ご契約のしおり」を適宜用います。

2．保険契約内容の確認
保険契約を申し込まれる方には、保険契約の保

障内容等に関し、ご自分の希望に従ったものであ
るかどうかを確認いただきます。

3．適切な保険金額の設定
家財や設備・什器等の物に生じた損害に対して

は、実際に借用戸室・借用施設に収容される物の
再調達価額（同等のものを新たに取得するのに必
要な価額）または再調達価額から使用による損耗
分を控除した時価をもって損害額を評価したうえ
で保険金をお支払いします。このため、保険の対
象として家財や設備・什器等の価額以上の保険金
額でご契約いただいても、無駄となります。また、
価額以下の保険金額でご契約いただくと、万が一
の事故の際に、十分な補償が受けられません。過
不足のない金額でのご契約をお願いいたします。

4．保険契約申込書の作成
保険契約のお申込みは当社所定の「保険契約申

込書」に必要事項を記入いただき、記名捺印のう
え、お申込みいただきます。「保険契約申込書」に
は、当社の保険で引受けが可能か否かの判断を行
うために必要な事項（告知事項）を申告いただく
欄もありますので、事実を正確に記入願います。

5．保険料のお支払い
保険料は、保険契約者の銀行口座からの振替手

続をとらせていただく場合を除き、保険契約締結
の際に全額をお支払いいただきます。当社代理店
が保険料を直接領収した場合には、当社所定の保
険料領収証を発行いたします。保険証券発行まで
の間、保険料領収証が、保険契約締結の証となり
ます。

6．引受確認
少額短期保険会社は、1被保険者あたりの引受

制限額や1保険契約者あたりの被保険者人数の制
限など、引受に関し法令上種々の制限を受けてい
ます。このため、一人の方が複数のご契約をお申
込みいただいた場合などで、保険契約が引受でき
ない場合があります。このような場合、法令上の
制限を遵守するため、やむを得ず保険契約のお申
込みに対して引受を承諾できない場合があります。

7．保険証券の発行
当社は、保険契約締結後、その証として、保険

証券を発行いたします。保険証券がお手元に届い
た場合には、内容に誤りがないかご確認ください。
なお、インターネットを通じて保険契約の内容

を確認いただく場合には、保険証券は発行いたし
ません。

8．保険契約締結後の事実の変更
保険契約締結後に、保険契約申込書に記載した

事項が変更になることがあります。例えば、借用
施設の用途の変更、結婚による改姓、連絡先電話
番号の変更などです。これらの場合、手続が必要
となりますので、当社にご連絡ください。
また、保険契約締結時に指定した借用戸室から

退去される場合、保険契約を解約するかまたは転
居先も賃貸であれば、解約することなく転居先に
保障の対象となる借用戸室を変更することも可能
です。いずれも手続が必要ですので、当社にご連
絡ください。保険契約を解約される場合には、満
期までの期間がわずかであるような場合を除き、
保険料の返還を受けることができます。

9．クーリングオフ
「新・お部屋の保険」につきましては、保険契約
申込日またはクーリングオフ説明書を保険契約者
が受け取った日のいずれか早い日から8日以内で
あれば、保険契約のお申込みを撤回する「クーリ
ングオフ」を認めています。テナント保険は事業
者の方向けの保険なので、このような制度を設け
ていません。

保険契約締結の流れ

当社では、経営の安定、健全性の確保のため、引き受けた保険責任の一部を他の保険会社と契約を結び移
転しています。このような保険会社間の取引を「再保険」といいます。

再保険
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商品・サービスについて

事故発生から保険金お受け取りまでの流れ

１．事故の発生
（1）　万一火災事故が発生したら､負傷者がいない

か確認し､負傷者がいた場合は救援等の緊急措
置や損害の拡大防止を行うとともに、消防署
や警察署に通報してください。

（2）　万一盗難事故に遭われたら、警察署に通報
してください。窓ガラスまたはドアを破損さ
れている場合は、お部屋の管理会社様または
家主様に連絡し修理の打ち合わせを行ってく
ださい。

（3）　万一漏水事故を起こしてしまったら、損害
の拡大防止を行うとともに、自室および階下
の被害状況を確認し､階下に被害がある場合
は、階下の住人に配慮して誠意を持って対応
してください。ただし現場での安易な約束に
はご注意いただき、「損害賠償については、保
険会社と相談しながら進めさせてください」
とお伝えください。

２． 事故受付センターへのご連絡
緊急措置後は、すみやかに当社事故受付センタ

ーまでご連絡いただき、証券番号、契約者名、被

保険者名、事故の日時・場所、事故状況、届出消
防・警察署等をお伝えください。事故受付センタ
ーでは、24時間365日、フリーダイヤルで全国
各地のお客様からの事故のご連絡をお受けしてい
ます。事故受付登録後に担当者から対応について
ご案内します。

３．損害状況の確認、保険金の算出
契約の内容を確認の上､事故の原因や発生した損

害を調査するために、事故物件の確認や､被害者
様・管理会社様・家主様等関係者との打ち合わせ
を行います。また、お客様との打ち合わせを行っ
た上で、お支払いできる保険金を漏れなく算出し、
お客様にご案内します。

４．保険金請求書の記入、保険金のお支払い
お受け取りになる保険金の額が確定したのち、

お支払い手続きに必要となる書類等をお客様に記
入いただき､提出いただきます。所定の書類を受領
後、迅速にお客様指定のお支払い先に保険金をお
支払いします。

【お支払いまでの一般的な流れ《火災事故の例》】
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【保険金のお支払いに必要な書類】
火　災　事　故 火災で家主様への賠償事故 盗　難　事　故 賠　償　事　故

保険金請求書
罹災証明書
印鑑証明書（必要に応じて）
賃貸借契約書写し
損害品明細書

保険金請求書
罹災証明書
印鑑証明書（必要に応じて）
賃貸借契約書写し
損害の見積書
示談書または免責証書

保険金請求書
警察署発行の受理番号
印鑑証明書（必要に応じて）
賃貸借契約書写し
損害品明細書
修理見積書（修理がある場合）

保険金請求書
事故証明書（必要に応じて）
印鑑証明書（必要に応じて）
賃貸借契約書写し
損害の見積書
示談書または免責証書

（注）  一定の事案については、保険金請求書を省略してお支払いするサービスを実施しています。
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取扱商品
新・お部屋の保険（賃貸入居者総合保険）

1.　家財の保障
借用戸室に収容される家財に生じた次の事故に

よる損害に対し、再調達価額を基準に保険金をお
支払いします。ただし、貴金属・宝石・美術品等
については、時価額が基準となります。
・火災、落雷、破裂・爆発、風災・雪災 等
・外部からの物体の落下、飛来、衝突等
・他人の戸室や給排水設備に生じた事故による
水濡れ

・騒じょうなどの集団行動や労働争議による暴
力行為・破壊行為

・家財などの盗難
・水災による床上浸水
・上記以外の偶然な事故による破損・汚損
また、以下の各種費用も保障します。
・臨時宿泊費用
・被災転居支援費用

賃貸住宅にお住まいのお客様専用の商品で、保障の概要は次のとおりです。
各保障の保険金の支払額には限度額があります。詳細は、「ご契約のしおり」をご確認ください。

 ・残存物取片づけ費用
・失火見舞費用
・地震災害費用

2.　借用戸室の修理費用の保障
次の損害に対する修理費用がお支払いの対象で

す。
・家財の保障の対象となる事故（1．の火災か
ら水災まで）による借用戸室の損害

・借用戸室で被保険者が死亡したことによる借
用戸室の損害

・凍結による借用戸室の専用水道管の損害

3.　 家主さんへの賠償責任の保障（入居者賠償責
任保障）

4.　 借用戸室の管理または日常生活上の賠償責任
の保障（個人賠償責任保障）

テナント保険

1.　設備・什器の保障
借用施設に収容されている設備・什器に生じた

次の事故による損害に対し、再調達価額を基準に
保険金をお支払いします。ただし、貴金属・宝石・
美術品等については、時価額が基準となります。

・火災、落雷、破裂・爆発、風災・雪災 等
・外部からの物体の落下、飛来、衝突
・他人の戸室や給排水設備に生じた事故による
水濡れ

・騒じょうなどの集団行動や労働争議による暴
力行為・破壊行為

・設備・什器などの盗難
・水災による地盤面より45cmを超える浸水な
ど

借用施設で事業を営むお客様専用の商品で、保障の概要は次のとおりです。
各保障の保険金の支払額には限度額があります。詳細は、「ご契約のしおり」をご確認ください。

・ 上記以外の偶然な事故による破損・汚損
また、以下の各種費用も保障します。
・修理費用
・臨時費用
・残存物取片づけ費用
・失火見舞費用

2.　 家主さんへの賠償責任の保障（借家人賠償責
任保障）

3.　 借用施設の管理または借用施設で行う仕事に
起因する偶然な事故による賠償責任の保障（施
設賠償責任保障）

各種サービス
■ 現場急行サービス
「新・お部屋の保険」（賃貸入居者総合保険）
の被保険者向けのサービスです。　
不動産管理会社に連絡が取れずお困りの緊急

時に「現場急行サービス」にご連絡いただければ、
当社の提携先業者が応急作業にお伺いします。

〔サービス内容〕
・ トイレ・台所等の給排水管の詰まりによる応
急処置

・鍵の紛失等による借用戸室の鍵開け
・ガラスの破損に伴う修理

等

■ 医療相談サービス
医療・健康相談に関する様々なご質問につい

て、豊富な知識と経験を備えた医師や看護師に
よる専門スタッフが24時間・365日ご相談に
応じます。

〔医療・健康相談サービス〕
・突然のケガや発病といったことから日常のお
からだのお悩みなどを経験豊富な保健師・看
護師がアドバイスいたします。

〔医療機関案内サービス〕
・夜間利用できる救急医療機関等、全国の病院、
診療所、歯科診療所、介護施設など全国45万
件のデーターベースからお客様のご要望にあ
った医療機関等をご案内します。
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業績データ

※保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率（ソルベンシー・マージン比率）の算出方法についてはP38をご参照ください。

（単位：千円）

年　度
項　目
正 味 収 入 保 険 料

経 　 常 　 収 　 益

保 険 引 受 利 益

経 常 利 益

当 期 純 利 益

正 味 損 害 率

正 味 事 業 費 率

利 息 及 び 配 当 金 収 入
資 本 金
（発 行 済 株 式 総 数）
純 資 産 額

総 資 産 額

責 任 準 備 金 残 高

貸 付 金 残 高 ─ ─ ─ ─ ─

有 価 証 券 残 高 ─ ─ ─ ─ ─

保 険 金 等 の 支 払 能 力 の 
充 実 の 状 況 を 示 す 比 率
（ソルベンシー・マージン比率）

配 当 性 向 ─ ─ ─ ─ ─

従 業 員 数

主要な業務の状況
１.　直近の5事業年度における主要な業務の状況を示す指標
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２.　直近の２事業年度における業務の状況

（１）主要な業務の状況を示す指標等
（単位：千円）①　正味収入保険料

※正味収入保険料とは、元受正味保険料から出再契約の支払再保険料を控除したものをいいます。

年　度
項　目

平成23年度 平成24年度
金　額 構成比 金　額 構成比

火 災 1,627,606 100.0% 534,190 100.0%

そ の 他  ─  ─  ─  ─

合 　 　 計 1,627,606 100.0% 534,190 100.0%

（単位：千円）②　元受正味保険料

※元受正味保険料とは、元受保険料から元受解約返戻金および元受その他返戻金を控除したものをいいます。

年　度
項　目

平成23年度 平成24年度
金　額 構成比 金　額 構成比

火 災 5,535,210 100.0% 5,825,188 100.0%

そ の 他 ─  ─ ─  ─

合 　 　 計 5,535,210 100.0% 5,825,188 100.0%

（単位：千円）③　支払再保険料

※支払再保険料とは、再保険料から再保険返戻金およびその他再保険収入を控除したものをいいます。

年　度
項　目

平成23年度 平成24年度
金　額 構成比 金　額 構成比

火 災 3,907,604 100.0% 5,290,998 100.0%

そ の 他 ─  ─ ─  ─

合 　 　 計 3,907,604 100.0% 5,290,998 100.0%
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業績データ

（単位：千円）④　保険引受利益

※保険引受利益とは、経常利益から保険引受以外に係る収支を控除したものをいいます。

年　度
項　目

平成23年度 平成24年度
金　額 構成比 金　額 構成比

火 災 111,656 100.0% 356,748 100.0%

そ の 他  ─  ─  ─  ─

合 　 　 計 111,656 100.0% 356,748 100.0%

（単位：千円）⑤　正味支払保険金

※正味支払保険金とは、元受正味保険金から出再契約の回収再保険金を控除したものをいいます。

年　度
項　目

平成23年度 平成24年度
金　額 構成比 金　額 構成比

火 災 301,807 100.0% 260,023 100.0%

そ の 他  ─  ─  ─  ─

合 　 　 計 301,807 100.0% 260,023 100.0%

⑦　回収再保険金

（単位：千円）⑥　元受正味保険金

※元受正味保険金とは、元受契約の支払保険金から元受保険金戻入を控除したものをいいます。

年　度
項　目

平成23年度 平成24年度
金　額 構成比 金　額 構成比

火 災 979,017 100.0% 1,042,598 100.0%

そ の 他 ─ ─  ─  ─

合 　 　 計 979,017 100.0% 1,042,598 100.0%

（単位：千円）

年　度
項　目

平成23年度 平成24年度
金　額 構成比 金　額 構成比

火 災 677,209 100.0% 782,574 100.0%

そ の 他  ─  ─  ─  ─

合 　 　 計 677,209 100.0% 782,574 100.0%
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（２）保険契約に関する指標
①　契約者配当金の額

該当ありません。

②　正味損害率、正味事業費率および正味合算率

※正味損害率＝正味支払保険金÷正味収入保険料
※正味事業費率＝正味事業費÷正味収入保険料
※正味合算率＝正味損害率+正味事業費率
※正味事業費＝事業費ー再保険手数料

年　度
項　目

平成23年度 平成24年度
正味損害率 正味事業費率 正味合算率 正味損害率 正味事業費率 正味合算率

火 災 18.5% 68.1% 86.6% 48.7% 36.5% 85.2%

そ の 他 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

合 　 　 計 18.5% 68.1% 86.6% 48.7% 36.5% 85.2%

④　出再を行った再保険会社の数と出再保険料の上位5社の割合

平成23年度 平成24年度

出再先保険会社の数 2社 2社

出再保険料のうち
上位５社の出再保険料の割合 100％ 100％

③　出再控除前の元受損害率、元受事業費率および元受合算率

※元受損害率＝元受正味保険金÷元受正味保険料
※元受事業費率＝事業費÷元受正味保険料
※元受合算率＝元受損害率＋元受事業費率

年　度
項　目

平成23年度 平成24年度
元受損害率 元受事業費率 元受合算率 元受損害率 元受事業費率 元受合算率

火 災 17.7% 71.9% 89.6% 17.9% 70.4% 88.3%

そ の 他 ─ ─ ─ ─ ─ ─

合 　 　 計 17.7% 71.9% 89.6% 17.9% 70.4% 88.3%

（単位：千円）

年　度
項　目

平成23年度 平成24年度
金　額 構成比 金　額 構成比

火 災 168,035 100.0% 243,730 100.0%

そ の 他 ─  ─ ─  ─

合 　 　 計 168,035 100.0% 243,730 100.0%

⑤　支払再保険料の格付ごとの割合

※格付区分は、スタンダード・アンド・プアーズ社（S&P社）の格付を使用しています。
※各年度3月末時点の格付に基づいています。

年　度
格付区分

平成23年度 平成24年度

A−以上 100％ 100％

BBB以上 ─ ─

その他 ─ ─

合　　計 100％ 100％

⑥　未収再保険金の額
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（単位：千円）①　支払備金
年　度

項　目
平成23年度 平成24年度

火 災 62,794 54,673

そ の 他 ─ ─

合 　 　 計 62,794 54,673

（単位：千円）②　責任準備金
年　度

項　目
平成23年度 平成24年度

火 災 859,908 590,724

そ の 他 ─ ─

合 　 　 計 859,908 590,724

（３）経理に関する指標等

③　利益準備金及び任意積立金の区分ごとの残高
該当ありません。

正味既経過保険料＝前年未経過保険料−当年未経過保険料

④　損害率の上昇に対する経常利益または経常損失の変動

損 害 率 の 上 昇 シ ナ リ オ 発生損害率が１％上昇すると仮定します。

計 算 方 法 正味既経過保険料×１％

経 常 利 益 の 減 少
平成23年度 平成24年度

15,522千円 8,880千円
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（４）資産運用に関する指標等

③　保有有価証券の種類別の残高および合計に対する構成比
該当ありません。

④　保有有価証券利回り
該当ありません。

⑤　有価証券の種類別の残存期間別残高
該当ありません。

（単位：千円）①　資産運用の概況

（注）現預金の金額は、預貯金に係る未収収益38千円を含みます。

年　度
項　目

平成23年度 平成24年度
金　額 構成比 金　額 構成比

現 預 金 1,420,268 43.2% 1,614,444 46.1%

金 銭 信 託 ─  ─ ─  ─

有 価 証 券 ─  ─ ─  ─

運 用 資 産 計 1,420,268 43.2% 1,614,444 46.1%

総 資 産 3,287,573 100.0% 3,502,581 100.0%

（単位：千円）②　利息配当収入の額および運用利回り
年　度

項　目
平成23年度 平成24年度

金　額 利回り 金　額 利回り

現 預 金 231 0.02% 298 0.02%

金 銭 信 託 ─  ─ ─  ─

有 価 証 券 ─  ─ ─  ─

運 用 資 産 計 231 0.02% 298 0.02%

総 資 産 231 0.01% 298 0.01%
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（単位：千円）

火 災 そ の 他 合　　計 火 災 そ の 他 合　　計
普 通 責 任 準 備 金
異 常 危 険 準 備 金
契約者配当準備金等 ─ ─ ─ ─ ─ ─
合 計

（５）責任準備金の残高の内訳

（６）ソルベンシー・マージン比率 （単位：千円）

（A） ソルベンシー・マージン総額
）額の後除控等産資延繰（ 額計合の部の産資純　①

②　価格変動準備金  ─  ─
③　異常危険準備金
④　一般貸倒引当金  ─  ─

 ─  ─
 ─  ─

⑦　契約者配当準備金の一部（除、翌期配当所要額）  ─  ─
⑧　将来利益  ─  ─
⑨　税効果相当額  ─  ─
⑩　負債性資本調達手段等  ─  ─

 ─  ─
 ─  ─

）－（ 目項除控　⑪  ─  ─

保険リスク相当額

価格変動等リスク相当額  ─  ─
信用リスク相当額
子会社等リスク相当額  ─  ─
再保険リスク相当額
再保険回収リスク相当額

（注）  上記の金額および数値は、保険業法施行規則第211条の59および第211条の60ならびに平成18年金融庁告示第14号の規定に基づ
いて算出しています。
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<ソルベンシー・マージン比率とは>
・少額短期保険業者は、保険事故発生の際の保険金支払等に備えて準備金を積み立てていますが、巨大災害

の発生や、少額短期保険業者が保有する資産の大幅な価格下落等、通常の予測を超える危険が発生した場
合でも、十分な支払能力を保持しておく必要があります。

・こうした「通常の予測を超える危険」を示す「リスクの合計額」（左記の（B））に対する「少額短期保険
業者が保有している資本金・準備金等の支払余力」（すなわちソルベンシー・マージン総額:左記の（A））
の割合を示す指標として、保険業法等に基づき計算されたのが、「ソルベンシー・マージン比率」（左記の
（C））です。

・「通常の予測を超える危険」とは、次に示す各種の危険の総額をいいます。
①保険引受上の危険（一般保険リスク）: 保険事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得

る危険（巨大災害に係る危険を除く。）
②資産運用上の危険（資産運用リスク）: 保有する有価証券等の資産の価格が通常の予測を超えて変動す

ることにより発生し得る危険等
③経営管理上の危険（経営管理リスク）: 業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険で上記①〜②

及び④以外のもの
④巨大災害に係る危険（巨大災害リスク）: 通常の予測を超える巨大災害（関東大震災や伊勢湾台風相当）

により発生し得る危険

・「少額短期保険業者が保有している資本金・準備金等の支払余力」（ソルベンシー・マージン総額）とは、
少額短期保険業者の純資産、諸準備金（価格変動準備金・異常危険準備金等）、土地の含み益の一部等の総
額です。

・ソルベンシー・マージン比率は、行政当局が少額短期保険業者を監督する際に活用する客観的な判断指標
の１つですが、その数値が200%以上であれば「保険金等の支払能力の充実の状況が適当である」とされ
ています。

（７）時価情報等
①　有価証券

該当ありません。

②　金銭の信託
該当ありません。
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経理の状況

貸借対照表

計算書類

当社は、保険業法第272条の17の規定により公衆の縦覧に供する書類のうち、貸借対照表、損益計算書
および株主資本等変動計算書等について、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、あらた監査法人
による監査を受け、監査報告書を受領しています。

年　　　度

科　　　目

平成23年度末
（平成24年3月31日現在）

平成24年度末
（平成25年3月31日現在） 比較増減

金　額 構成比 金　額 構成比
（ 資 産 の 部 ） ％ ％
現 金 及 び 預 貯 金 1,420,237 43.2 1,614,406 46.1 194,168
現 金 ─ ─ ─ ─ ─
預 貯 金 1,420,237 43.2 1,614,406 46.1 194,168

金 銭 の 信 託 ─ ─ ─ ─ ─
有 価 証 券 ─ ─ ─ ─ ─
国 債 ─ ─ ─ ─ ─
地 方 債 ─ ─ ─ ─ ─
政 府 保 証 債 ─ ─ ─ ─ ─
そ の 他 の 証 券 ─ ─ ─ ─ ─

有 形 固 定 資 産 39,635 1.2 33,636 1.0 △5,999
土 地 ─ ─ ─ ─ ─
建 物 24,217 0.7 20,005 0.6 △4,211
建 設 仮 勘 定 ─ ─ ─ ─ ─
その他の有形固定資産 15,417 0.5 13,630 0.4 △1,787

無 形 固 定 資 産 1,071,255 32.6 974,502 27.8 △96,753
ソ フ ト ウ ェ ア ─ ─ ─ ─ ─
の れ ん 1,070,269 32.6 973,516 27.8 △96,753
その他の無形固定資産 986 0.0 986 0.0 ─

代 理 店 貸 149,995 4.6 204,864 5.8 54,869
再 保 険 貸 168,035 5.1 243,730 7.0 75,694
そ の 他 資 産 355,413 10.8 340,508 9.7 △14,905
未 収 金 252,754 7.7 258,675 7.4 5,921
代 理 業 務 貸 ─ ─ ─ ─ ─
未 収 保 険 料 ─ ─ ─ ─ ─
前 払 費 用 ─ ─ ─ ─ ─
未 収 収 益 31 0.0 38 0.0 6
預 託 金 89,976 2.7 70,587 2.0 △19,389
仮 払 金 12,651 0.4 11,206 0.3 △1,444
保険業法第113条繰延資産 ─ ─ ─ ─ ─
そ の 他 の 資 産 ─ ─ ─ ─ ─

繰 延 税 金 資 産 ─ ─ ─ ─ ─
再評価に係る繰延税金資産 ─ ─ ─ ─ ─
供 託 金 83,000 2.5 91,000 2.6 8,000
貸 倒 引 当 金 ─ ─ △66 △0.0 △66
資 産 の 部 合 計 3,287,573 100.0 3,502,581 100.0 215,008

（単位：千円）
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年　　　度

科　　　目

平成23年度末
（平成24年3月31日現在）

平成24年度末
（平成25年3月31日現在） 比較増減

金　額 構成比 金　額 構成比
（ 負 債 の 部 ） ％ ％
保 険 契 約 準 備 金 922,703 28.1 645,398 18.4 △277,304
支 払 備 金 62,794 1.9 54,673 1.6 △8,120
責 任 準 備 金 859,908 26.2 590,724 16.9 △269,183
普通責任準備金 730,896 22.2 448,966 12.8 △281,929
異常危険準備金 129,012 3.9 141,758 4.0 12,745
契約者配当準備金 ─ ─ ─ ─ ─

代 理 店 借 359,045 10.9 384,271 11.0 25,225
再 保 険 借 289,449 8.8 391,473 11.2 102,024
短 期 社 債 ─ ─ ─ ─ ─
社 債 ─ ─ ─ ─ ─
新株予約権付社債 ─ ─ ─ ─ ─
そ の 他 負 債 390,286 11.9 427,880 12.2 37,594
代 理 業 務 借 ─ ─ ─ ─ ─
借 入 金 ─ ─ ─ ─ ─
未 払 法 人 税 等 8,674 0.3 32,102 0.9 23,427
未 払 金 111,791 3.4 106,590 3.0 △5,200
未 払 費 用 ─ ─ ─ ─ ─
前 受 収 益 ─ ─ ─ ─ ─
預 り 金 7,755 0.2 7,693 0.2 △61
資 産 除 去 債 務 12,770 0.4 12,770 0.4 ─
仮 受 金 249,295 7.6 268,723 7.7 19,428
そ の 他 の 負 債 ─ ─ ─ ─ ─

退 職 給 付 引 当 金 ─ ─ ─ ─ ─
役員退職慰労引当金 ─ ─ ─ ─ ─
賞 与 引 当 金 47,477 1.4 45,866 1.3 △1,611
価 格 変 動 準 備 金 ─ ─ ─ ─ ─
繰 延 税 金 負 債 ─ ─ ─ ─ ─
再評価に係る繰延税金負債 ─ ─ ─ ─ ─
負 債 の 部 合 計 2,008,962 61.1 1,894,891 54.1 △114,071

（ 純 資 産 の 部 ）
資 本 金 1,595,833 48.5 1,595,833 45.6 ─
新株式申込証拠金 ─ ─ ─ ─ ─
資 本 剰 余 金 662,833 20.2 662,833 18.9 ─
資 本 準 備 金 650,833 19.8 650,833 18.6 ─
その他資本剰余金 12,000 0.4 12,000 0.3 ─

利 益 剰 余 金 △980,055 △29.8 △650,976 △18.6 329,079
利 益 準 備 金 ─ ─ ─ ─ ─
その他利益剰余金 △980,055 △29.8 △650,976 △18.6 329,079
退職金関係積立金 ─ ─ ─ ─ ─
不動産圧縮積立金 ─ ─ ─ ─ ─
社会厚生事業増進積立金 ─ ─ ─ ─ ─
その他の積立金 ─ ─ ─ ─ ─
繰越利益剰余金 △980,055 △29.8 △650,976 △18.6 329,079

自 己 株 式（ △ ） ─ ─ ─ ─ ─
自己株式申込証拠金 ─ ─ ─ ─ ─
株 主 資 本 合 計 1,278,610 38.9 1,607,690 45.9 329,079
その他有価証券評価差額金 ─ ─ ─ ─ ─
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 ─ ─ ─ ─ ─
土地再評価差額金 ─ ─ ─ ─ ─
評価・換算差額等合計 ─ ─ ─ ─ ─
新 株 予 約 権 ─ ─ ─ ─ ─
純 資 産 の 部 合 計 1,278,610 38.9 1,607,690 45.9 329,079
負債・純資産の部合計 3,287,573 100.0 3,502,581 100.0 215,008

（単位：千円）
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（注） 1. 有形固定資産の減価償却は、定率法により行っています。
 2. 貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準および償却・引当基準に基づき計上しています。
 3. 賞与引当金は従業員賞与に充てるため支給見込額を基準に計上しています。
 4. 消費税等の会計処理は税抜方式によっています。ただし、営業費及び一般管理費等の費用は税込方式によっています。なお、資産

に係る控除対象外消費税等は仮払金に計上し、5年間で均等償却を行っています。
 5. 責任準備金は保険業法施行規則第211条の46の規定に基づく準備金であり、同第1項第1号イに規定する未経過保険料の金額は、

純保険料等に基づく算出方法により計算しています。
 6. 法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく

減価償却の方法に変更しています。
  これに伴う経常利益および税引前当期純利益に与える影響は軽微です。
 7. 有形固定資産の減価償却累計額は113,542千円です。
 8. 金融商品に関する注記

（1）金融商品の状況に関する事項
　　少額短期保険業者の資産運用は、預貯金（外貨建てを除く）・国債・地方債等に限定されているうえ、当社では安全性・流動性

の確保のため預貯金による運用を基本方針としています。また、四半期毎の資産の自己査定を通じて資産の健全性維持に努めて
います。

（2）金融商品の時価等に関する事項
　　平成25年3月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりです。

（単位：千円）
貸借対照表計上額（＊1） 時価（＊1） 差額

（1）現金及び預貯金 1,614,406 1,614,406 −
（2）代理店貸
　　貸倒引当金（＊2）

204,864
△ 66

204,798 204,798 −
（3）再保険貸 243,730 243,730 −
（4）未収金 258,675 258,675 −
（5）代理店借 （384,271） （384,271） −
（6）再保険借 （391,473） （391,473） −

　　（＊1）負債に計上されているものについては、（　）で示しています。
　　（＊2）代理店貸に個別に計上している貸倒引当金を控除しています。
　　（注1）金融商品の時価の算定方法
　　　　　 　当社が保有する金融商品のうち重要性があるものは上記表のとおりですが、これらは短期間で決済されるため、時価は

帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
 9. 繰延税金資産の主な発生原因別内訳は、税務上繰越欠損金135,183千円、ソフトウェア34,814千円ですが、これらの金額に対

して評価性引当金を同額計上しており、繰延税金資産は計上していません。
 10. 当期末における支払備金および責任準備金の内訳は次のとおりです。

（支払備金）
支払備金（出再支払備金控除前） 226,103千円
同上に係る出再支払備金 177,105千円
差引（イ） 48,997千円
IBNR備金（出再IBNR備金控除前） 23,303千円
同上に係る出再IBNR備金 17,627千円
差引（ロ） 5,676千円
計（イ＋ロ） 54,673千円

（責任準備金）
普通責任準備金 448,966千円
異常危険準備金 141,758千円
計  590,724千円

 11. 1株当たりの純資産額は42,307,648円73銭です。算定上の基礎である純資産額は1,607,690千円であり、その全額が普通株式
に係るものです。また、普通株式の当期末発行済株式数は 38 株です。

 12. のれんは償却期間15年にて均等償却を行っています。
 13. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しています。
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（単位：千円）

年　　　度

科　　　目

平成23年度
( 平成23年4月 1 日から )平成24年3月31日まで

平成24年度
( 平成24年4月 1 日から )平成25年3月31日まで 比較増減

金　　　額 金　　　額
経 常 収 益 9,594,213 11,418,672 1,824,459

保 険 料 等 収 入 9,589,313 11,136,701 1,547,388
保 険 料 5,833,207 6,175,240 342,033
再 保 険 収 入 3,756,106 4,961,461 1,205,355

回 収 再 保 険 金 677,209 782,574 105,365
再 保 険 手 数 料 2,871,063 3,909,084 1,038,020
再 保 険 返 戻 金 207,833 269,802 61,969
そ の 他 再 保 険 収 入 ─ ─ ─

責 任 準 備 金 等 戻 入 額 2,265 277,304 275,039
支 払 備 金 戻 入 額 2,265 8,120 5,855
責 任 準 備 金 戻 入 額 ─ 269,183 269,183

資 産 運 用 収 益 231 298 66
利 息 及 び 配 当 金 収 入 231 298 66

預 貯 金 利 息 231 298 66
有 価 証 券 利 息 ・ 配 当 金 ─ ─ ─
そ の 他 利 息 配 当 金 ─ ─ ─

有 価 証 券 売 却 益 ─ ─ ─
有 価 証 券 償 還 益 ─ ─ ─
そ の 他 運 用 収 益 ─ ─ ─

そ の 他 経 常 収 益 2,402 4,368 1,965
経 常 費 用 9,479,983 11,057,432 1,577,449

保 険 金 等 支 払 金 5,392,451 6,953,450 1,560,998
保 険 金 979,017 1,042,598 63,580
給 付 金 ─ ─ ─
解 約 返 戻 金 297,996 350,052 52,055
そ の 他 返 戻 金 ─ ─ ─
契 約 者 配 当 金 ─ ─ ─
再 保 険 料 4,115,437 5,560,800 1,445,362

責 任 準 備 金 等 繰 入 額 107,920 ─ △107,920
支 払 備 金 繰 入 額 ─ ─ ─
責 任 準 備 金 繰 入 額 107,920 ─ △107,920

資 産 運 用 費 用 ─ ─ ─
有 価 証 券 売 却 損 ─ ─ ─
有 価 証 券 評 価 損 ─ ─ ─
有 価 証 券 償 還 損 ─ ─ ─
そ の 他 運 用 費 用 ─ ─ ─

事 業 費 3,979,550 4,103,807 124,256
営 業 費 及 び 一 般 管 理 費 3,800,144 3,938,575 138,431
税 金 63,210 56,834 △6,376
減 価 償 却 費 116,195 108,397 △7,798
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 ─ ─ ─

そ の 他 経 常 費 用 60 174 113
保険業法第113条繰延資産償却費 ─ ─ ─
そ の 他 の 経 常 費 用 60 174 113

保 険 業 法 第 1 1 3 条 繰 延 額（ △ ） ─ ─ ─
経 常 利 益（ 経 常 損 失 △ ） 114,230 361,240 247,010
特 別 利 益 ─ ─ ─
特 別 損 失 764 ─ △764

固 定 資 産 等 処 分 損 764 ─ △764
契 約 者 配 当 準 備 金 繰 入 額 ─ ─ ─
税 引 前 当 期 純 利 益（ 同 当 期 純 損 失 △ ） 113,465 361,240 247,774
法 人 税 及 び 住 民 税 8,719 32,160 23,440
法 人 税 等 調 整 額 ─ ─ ─
法 人 税 等 合 計 8,719 32,160 23,440
当 期 純 利 益（ 当 期 純 損 失 △ ） 104,745 329,079 224,334

損益計算書
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（注） 1. 関係会社との取り引きによる費用総額は3,793千円です。
 2. （1） 正味収入保険料は、534,190千円です。
  （2） 正味支払保険金は、260,023千円です。
  （3） 支払備金繰入額（△は支払備金戻入額）の内訳は次のとおりです。
    支払備金繰入額（出再支払備金控除前） 33,726千円
    同上に係る出再支払備金繰入額   41,846千円
    差引（イ） △8,120千円
    IBNR備金繰入額（出再IBNR備金控除前） 4,777千円
    同上に係る出再IBNR備金繰入額  4,777千円
    差引（ロ）  0千円
    計（イ＋ロ） △8,120千円
  （4） 責任準備金繰入額（△は責任準備金戻入額）の内訳は次のとおりです。
    普通責任準備金繰入額 △281,929千円
    異常危険準備金繰入額 12,745千円
    計 △269,183千円
  （5） 利息及び配当金収入の内訳は、預貯金利息298千円です。
 3. 1株当たりの当期純利益は8,659,993円34銭です。算定上の基礎である当期純利益は329,079千円であり、その全額が普通株

式に係るものです。また、普通株式の期中平均株式数は38株です。
なお、潜在株式がないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益は算出していません。

 4. 関連当事者との取り引きは以下のとおりです。

（単位：千円）

属性 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合 関連当事者との関係 取引の内容 取引金額

親会社の
子会社

東京海上日動火災保険
株式会社

─ ─ 再保険 再保険料
（費用）　4,942,270

回収再保険金
（収益）　　680,282

再保険手数料
（収益）　3,477,805

再保険返戻金
（収益）　　234,873

再保険貸
（債権）　　213,033

再保険借
（債務）　　348,208

  （注）取引条件および取引条件の決定方針等
 上記再保険に係る再保険料その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望条件を提示し、交渉の上で決定しています。

 5. 金額は記載単位未満を切り捨てて表示しています。
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株主資本等変動計算書

（単位：千円）

年　　　度
科　　　目

平成23年度
( 平成23年4月 1 日から )平成24年3月31日まで

平成24年度
( 平成24年4月 1 日から )平成25年3月31日まで 比較増減

金　　　額 金　　　額
株 主 資 本

資 本 金
当 期 首 残 高 1,595,833 1,595,833 ─
当 期 変 動 額
当 期 変 動 額 合 計 ─ ─ ─

当 期 末 残 高 1,595,833 1,595,833 ─
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金
当 期 首 残 高 650,833 650,833 ─
当 期 変 動 額
当 期 変 動 額 合 計 ─ ─ ─

当 期 末 残 高 650,833 650,833 ─
そ の 他 資 本 剰 余 金
当 期 首 残 高 12,000 12,000 ─
当 期 変 動 額
当 期 変 動 額 合 計 ─ ─ ─
当 期 末 残 高 12,000 12,000 ─

資 本 剰 余 金 合 計
当 期 首 残 高 662,833 662,833 ─
当 期 変 動 額
当 期 変 動 額 合 計 ─ ─ ─

当 期 末 残 高 662,833 662,833 ─
利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
当 期 首 残 高 ─ ─ ─
当 期 変 動 額
当 期 変 動 額 合 計 ─ ─ ─

当 期 末 残 高 ─ ─ ─
そ の 他 利 益 剰 余 金
繰 越 利 益 剰 余 金
当 期 首 残 高 △1,084,801 △980,055 104,745
当 期 変 動 額

当期純利益（当期純損失△） 104,745 329,079 224,334
当 期 変 動 額 合 計 104,745 329,079 224,334

当 期 末 残 高 △980,055 △650,976 329,079
利 益 剰 余 金 合 計
当 期 首 残 高 △1,084,801 △980,055 104,745
当 期 変 動 額
当期純利益（当期純損失△） 104,745 329,079 224,334
当 期 変 動 額 合 計 104,745 329,079 224,334

当 期 末 残 高 △980,055 △650,976 329,079
自 己 株 式
当 期 首 残 高 ─ ─ ─
当 期 変 動 額
当 期 変 動 額 合 計 ─ ─ ─

当 期 末 残 高 ─ ─ ─
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（単位：千円）

（注） 発行済株式の種類および株式数に関する事項
株式の種類 当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 38株 ー株 ー株 38株

年　　　度
科　　　目

平成23年度
( 平成23年4月 1 日から )平成24年3月31日まで

平成24年度
( 平成24年4月 1 日から )平成25年3月31日まで 比較増減

金　　　額 金　　　額
株 主 資 本 合 計
当 期 首 残 高 1,173,865 1,278,610 104,745
当 期 変 動 額
当期純利益（当期純損失△） 104,745 329,079 224,334
当 期 変 動 額 合 計 104,745 329,079 224,334

当 期 末 残 高 1,278,610 1,607,690 329,079
評 価 ・ 換 算 差 額 等

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金
当 期 首 残 高 ─ ─ ─
当 期 変 動 額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） ─ ─ ─
当 期 変 動 額 合 計 ─ ─ ─

当 期 末 残 高 ─ ─ ─
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益
当 期 首 残 高 ─ ─ ─
当 期 変 動 額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） ─ ─ ─
当 期 変 動 額 合 計 ─ ─ ─

当 期 末 残 高 ─ ─ ─
土 地 再 評 価 差 額 金
当 期 首 残 高 ─ ─ ─
当 期 変 動 額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） ─ ─ ─
当 期 変 動 額 合 計 ─ ─ ─

当 期 末 残 高 ─ ─ ─
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計
当 期 首 残 高 ─ ─ ─
当 期 変 動 額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） ─ ─ ─
当 期 変 動 額 合 計 ─ ─ ─

当 期 末 残 高 ─ ─ ─
新 株 予 約 権

当 期 首 残 高 ─ ─ ─
当 期 変 動 額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） ─ ─ ─
当 期 変 動 額 合 計 ─ ─ ─

当 期 末 残 高 ─ ─ ─
純 資 産 合 計

当 期 首 残 高 1,173,865 1,278,610 104,745
当 期 変 動 額
当期純利益（当期純損失△） 104,745 329,079 224,334
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） ─ ─ ─
当 期 変 動 額 合 計 104,745 329,079 224,334

当 期 末 残 高 1,278,610 1,607,690 329,079
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（注） 資金の範囲
 キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預貯金からなっています。

（単位：千円）

キャッシュ・フロー計算書

年　　　度
科　　　目

平成23年度
( 平成23年4月 1 日から )平成24年3月31日まで

平成24年度
( 平成24年4月 1 日から )平成25年3月31日まで 比較増減

金　　　額 金　　　額
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益（△は損失） 113,465 361,240 247,774
減価償却費 114,402 108,397 △6,004
保険業法第113条繰延資産償却費 ─ ─ ─
支払備金の増加額（△は減少） △2,265 △8,120 △5,855
責任準備金の増加額（△は減少） 107,920 △269,183 △377,104
貸倒引当金の増減額（△は減少） ─ 66 66
契約者配当準備金繰入額 ─ ─ ─
退職給付引当金の増加額（△は減少） ─ ─ ─
役員退職慰労引当金の増加額（△は減少） ─ ─ ─
価格変動準備金の増加額（△は減少） ─ ─ ─
利息及び配当金等収入 △231 △298 △66
有価証券関係損益（△は益） ─ ─ ─
支払利息 ─ ─ ─
為替差損益（△は益） ─ ─ ─
有形固定資産関係損益（△は益） 764 ─ △764
代理店貸の増加額（△は増加） △34,554 △54,869 △20,315
再保険貸の増加額（△は増加） △5,467 △75,694 △70,227
その他資産（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は増加） △11,325 △4,476 6,848
代理店借の増加額（△は減少） 46,965 25,225 △21,740
再保険借の増加額（△は減少） △7,066 102,024 109,090
その他負債（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は減少） 18,170 12,555 △5,615
その他 ─ ─ ─

小　　　　　　　計 340,779 196,866 △143,912
利息及び配当金等の受取額 226 291 64
利息の支払額 ─ ─ ─
契約者配当金の支払額 ─ ─ ─
その他 ─ ─ ─
法人税等の支払額 △8,482 △8,733 △250

営業活動によるキャッシュ・フロー 332,522 188,424 △144,098
投資活動によるキャッシュ・フロー
預貯金の純増減額（△は増加） ─ ─ ─
有価証券の取得による支出 ─ ─ ─
有価証券の売却・償還による収入 ─ ─ ─
有形固定資産の取得による支出 △6,633 △5,645 988
保険業法第113条繰延資産の取得による支出 ─ ─ ─
その他 △11,555 11,389 22,945

投資活動によるキャッシュ・フロー △18,189 5,744 23,934
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入れによる収入 ─ ─ ─
借入金の返済による支出 ─ ─ ─
社債の発行による収入 ─ ─ ─
社債の償還による支出 ─ ─ ─
株式の発行による収入 ─ ─ ─
自己株式の取得による支出 ─ ─ ─
配当金の支払額 ─ ─ ─
その他 ─ ─ ─

財務活動によるキャッシュ・フロー ─ ─ ─
現金及び現金同等物に係る換算差額 ─ ─ ─
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 314,333 194,168 △120,164
現金及び現金同等物期首残高 1,105,904 1,420,237 314,333
現金及び現金同等物期末残高 1,420,237 1,614,406 194,168
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年　　　度
区　　　分

平成23年度
( 平成23年4月 1 日から )平成24年3月31日まで

平成24年度
( 平成24年4月 1 日から )平成25年3月31日まで 比較増減

金　　　額 金　　　額
営業費 3,069,848 3,144,352 74,504

代理店手数料 2,160,563 2,299,799 139,236
営業職員経費 661,982 591,434 △70,548

　広告宣伝費 9,292 9,362 70
その他営業費 238,009 243,756 5,746

一般管理費 730,296 794,223 63,927
人件費 317,348 371,853 54,505
物件費 412,947 422,369 9,421

税金 63,210 56,834 △6,376
減価償却費 116,195 108,397 △7,798
退職給付引当金繰入額 ─ ─ ─
事業費計 3,979,550 4,103,807 124,256

事業費の明細

（単位：千円）

財務諸表の適正性と財務諸表作成に係る内部監査の有効性について
当社取締役社長は、当社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度に係る財務諸表等に、

不実の記載がないものと平成25年5月15日付で認識しています。
不実の記載がないと認識するに至った理由は、当社は、財務諸表等を適正に作成するため内部監査を含む

以下の内部管理体制を整備しており、その体制が機能していることを確認したためです。
1.　業務分掌と所管部署並びに権限基準が明確にされ、各部署が適正に業務を遂行する体制を整備している
　　こと。
2.　経理部門では、財務諸表等の作成に必要な情報を把握し、その内容を財務諸表等に適正に反映している
　　こと。
3.　経理部門では、一般的に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づき財務諸表等を作成していること。
4.　財務諸表等の作成にあたっては、適宜会計監査人の助言を受け、適正に処理していること。
5.　内部監査部門では、財務諸表が適正に作成されていることを確認していること。
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沿　革
年　月 主なできごと

2003年 9月 株式会社日本厚生共済会設立

2006年 4月 保険業法改正により「特定保険業者」となる

2007年 12月 少額短期保険業者として関東財務局登録完了「関東財務局長（少額短期保険）第10号」

2008年 1月 株式会社ミレアホールディングス（現 東京海上ホールディングス株式会社）より出
資を受け社名を「ミレア日本厚生少額短期保険株式会社」へ変更

2008年 4月 全連共株式会社からの「事業譲受」および「業務及び財産の管理の委託」

2008年 12月 日本厚生共済会から共済契約を包括移転

2009年 6月 株式会社ミレアホールディングス（現 東京海上ホールディングス株式会社）による
100%子会社化

2010年 7月 社名を「東京海上ミレア少額短期保険株式会社」へ変更
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株式の状況
株主及び株式の状況

当社が発行する株式の総数は、60,000株、発行済株式総数は38株です。

第10回定時株主総会
第10回定時株主総会の報告事項および決議事項は以下のとおりです（決議日：平成25年6月27日）。
〈報告事項〉
平成24年度（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）決算報告の件

上記について報告しました。
〈決議事項〉
第１号議案	 取締役5名選任の件
第２号議案	 監査役1名選任の件
第３号議案	 その他資本剰余金の処分について

上記全議案は原案どおり承認可決されました。

大株主 （2013年3月31日現在）

氏名または名称 住所 所有株式数
（株）

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合（%）

東京海上ホールディングス株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目2番1号 38 100.00
計 − 38 100.00

資本金の推移

年月日
資本金の額（千円）

摘要
増減額 残高

2004年7月31日 − 10,000 初年度末残高
2007年3月 6日 90,000 100,000 増資による資本金の増加
2007年7月14日 △20,000 80,000 その他資本剰余金への振替による減少
2008年1月21日 920,000 1,000,000 増資による資本金の増加
2008年4月 1日 595,833 1,595,833 増資による資本金の増加
2013年3月31日 − 1,595,833 本年度末残高
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会社の組織
組織図（2013年7月1日現在）

コンプライアンス委員会 I T 運 営 委 員 会

監 査 役 会

営 業 課

長 野 支 社

営 業 課

営 業 課

札 幌 支 社

名 古 屋 支 社

大 阪 支 社

広 島 支 社

福 岡 支 社

企 画 グ ル ー プ

代理店制度グループ

契約計上グループ

次期基幹システム支援グループ

システムグループ

商品・事務企画グループ

人 事 グ ル ー プ

総 務 グ ル ー プ

福 岡 グ ル ー プ

監 査 役取 締 役 会

株 主 総 会

リスク管理委員会

本 社 営 業 部

東 京 営 業 第 2 部

東 京 営 業 第 1 部

中 部・関西営業部

九州・中四国営業部

営 業 企 画 部

お客様コールセンター部

事 務 サ ー ビ ス 部

業 務 革 新 部

経 理 部

損 害 サ ー ビ ス 部

経 営 企 画 部

内 部 監 査 部

人 事 総 務 部

内 部 統 制 部

監 査 役 事 務 局

取 締 役 社 長

分担業務執行取締役
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役員の状況
（2013年7月1日現在）

役名 氏　　 名
（生年月日） 略　　　歴 担　当

取締役社長
（代表取締役）

関
せき

　 栄
しげ

男
お

（昭和29年4月3日生）

昭和53年 4月 東京海上火災保険株式会社入社 営業企画部
事務サービス部
お客様コールセンター部
業務革新部
営業統括

平成18年 7月 東京海上日動火災保険株式会社
営業開発部部長兼代理店支援室長

平成20年 1月 当社取締役（兼務）
平成21年 4月 同社取締役副社長
平成21年 6月 同社取締役社長（現職）

常務取締役 富
とみ

岡
おか

秀
ひで

徳
のり

（昭和35年11月27日生）

昭和63年 8月 日動火災海上保険株式会社入社 人事総務部
経営企画部
営業副統括

平成23年 8月 東京海上日動火災保険株式会社リスク管理
部部長兼財務リスク管理グループリーダー

平成25年 7月 当社常務取締役（現職）

取　締　役 天
あま

野
の

勝
かつ

彦
ひこ

（昭和28年3月22日生）

昭和53年 4月 ロイヤル保険会社入社 内部監査部
損害サービス部
内部統制部
経理部

平成12年 4月 ロイヤル・サンアライアンス保険会社
営業企画部長

平成18年 3月 株式会社日本厚生共済会取締役
平成20年 1月 当社取締役（現職）

取　締　役 定
さだ

道
みち

公
きみ

正
まさ

（昭和39年10月19日生）

昭和63年 4月 東京海上火災保険株式会社入社
平成24年 7月 東京海上ホールディングス株式会社国内事

業企画部次長兼事業推進グループリー 
ダー（現職）（兼務）

平成24年 7月 当社取締役（現職）

取　締　役 鈴
すず

木
き

良
よし

明
あき

（昭和38年7月11日生）

昭和62年 4月 東京海上火災保険株式会社入社
平成24年 7月 東京海上日動火災保険株式会社営業開発

部部長兼代理店支援室兼業代理店支援グ
ループリーダー（現職）（兼務）

平成24年 7月 当社取締役（現職）

取締役

（注）定道公正および鈴木良明は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

（2013年7月1日現在）

監査役

役名 氏　　 名
（生年月日） 略　　　歴

常勤監査役 梅
うめ

木
き

裕
ひろ

世
つぐ

（昭和28年1月9日生）

昭和50年 4月 東京海上火災保険株式会社入社
平成18年 7月 東京海上日動火災保険株式会社理事上海支店長
平成21年 6月 東京海上ホールディングス株式会社執行役員海外事業企画部部長
平成22年 6月 東京海上日動火災保険株式会社常勤顧問
平成23年 6月 独立行政法人日本貿易保険参事
平成24年 7月 東京海上日動あんしん生命保険株式会社監査役（現職）（兼務）
平成24年 7月 当社常勤監査役（現職）

監　査　役 大
おお

橋
はし

敏
とし

樹
き

（昭和29年5月10日生）

昭和52年 4月 日動火災海上保険株式会社入社
平成18年 7月 東京海上日動火災保険株式会社理事リスク管理部長
平成19年 6月 同社執行役員リスク管理部長
平成21年 6月 東京海上日動あんしん生命保険株式会社常務取締役
平成23年 6月 同社監査役（現職）（兼務）
平成23年 6月 東京海上ホールディングス株式会社常勤監査役（現職）（兼務）
平成23年 7月 当社監査役（現職）

監　査　役 森
もり

山
やま

　 潔
きよし

（昭和25年2月10日生）

昭和47年 4月 東京海上火災保険株式会社入社
平成 9年 7月 同社経営企画部部長
平成14年 7月 同社理事営業推進部長
平成15年 6月 同社執行役員営業推進部長
平成18年 6月 東京海上日動あんしん生命保険株式会社専務取締役
平成21年 6月 独立行政法人造幣局監事
平成25年 6月 当社監査役（現職）

（注）梅木裕世、大橋敏樹および森山潔は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。
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従業員の状況
従 業 員 数 平 均 年 齢 平均勤続年数 平均給与月額

125名 41.1歳 4.2年 352千円

（2013年3月31日現在）

（注） 1. 従業員は就業人員です。
 2. 平均給与月額は、基準外賃金を含み、賞与を含みません。

会社およびその子会社等の状況
該当ありません。

設備の状況

（2013年3月31日現在）

店 名 所在地 面積（㎡）
帳簿価額（千円）

建物 動産
本社 横浜市西区 750  9,993 1,881 
福岡 福岡市博多区 397  5,113 5,061 
東京 新宿区西新宿 219  2,462 1,589 
大阪 大阪市淀川区 150  1,677   339 
広島 広島市南区  72    758   141 

名古屋 名古屋市中区  56 ─   567 
札幌 札幌市中央区  11 ─   416 

設備投資等の概要
主要な設備の状況
　当社における主要な設備は、以下のとおりです。

店舗一覧（2013年7月1日現在）

営業店舗 所在地 連絡先
札　幌 〒060-0063 札幌市中央区南3条西8-2-1　SAKURA-S3 3F TEL（011）208-1370
東京第1 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-4-12　日動八重洲ビル4F TEL（03）5204-3993
東京第2 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-22-2　新宿サンエービル8F TEL（03）5320-8706
横　浜 〒220-8135 横浜市西区みなとみらい2-2-1-1　横浜ランドマークタワー35F TEL（045）641-7400
長　野 〒390-0861 長野県松本市蟻ケ崎2-1-2　KIビル1F TEL（0263）39-7027
名古屋 〒460-0002 名古屋市中区丸の内1-17-19　キリックス丸の内ビル7F TEL（052）220-2858
大　阪 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-9　新大阪フロントビル11F TEL（06）4807-7374
広　島 〒732-0827 広島市南区稲荷町1-1　ロイヤルタワー7F TEL（082）568-2822
福　岡 〒812-0027 福岡市博多区下川端町1-3　明治通りビジネスセンター別館7F TEL（092）283-5114

本 社 〒220-8135
横浜市西区みなとみらい2-2-1-1
横浜ランドマークタワー35F　TEL（045）225-0031

012_9808228052507.indd   54 2013/07/12   14:59:59



55

現

　状

経
営
に
つ
い
て

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て

業
績
デ
ー
タ

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
デ
ー
タ

保険に関する用語の説明
【か行】
解除（解約）
保険契約者または保険会社の、相手方に対する意
思表示によって、保険契約の効力を失わせること。
保険契約者は、いつでも保険契約を解除できるが、
保険会社は、保険契約者や被保険者に契約上の義
務違反があった場合など、一定の事由がある場合
にしか保険契約を解除できない。解除の効力は将
来に向かって発生するのが原則だが、保険料の不
払いや重大事由による場合など始期に遡って効力
が認められる場合もある。
保険契約者からの解除を実務上、「解約」と呼ぶこ
とが多い。

告知義務
保険契約の締結に際し、保険契約者および被保険
者になろうとする者が、保険会社の質問にしたが
って、保険契約の引受範囲内かいなかや保険料の
適用基準を判定するための保険契約に関する重要
な事項について回答する義務。この義務に違反し
て事実を告知しなかったり、事実と異なることを
告知すると、保険会社が保険契約を解除したり、
保険金が支払われないことがある。

【さ行】
再調達価額
同等の物を再取得するのに必要な金額であり、事
故が発生した場合の損害額の算定基準となる。

時価
再調達価額から使用・損耗による減価分を控除し
た残額で、事故が発生した場合の損害額の算定基
準として使われることがある。

示談
損害賠償等の法的な争いに関し、争いの当事者同
士の話し合いで解決すること。

重要事項説明書
保険契約の申込みにあたり、保険契約者・被保険
者が知っておくべき保険契約の概要、保険契約に
関し特に注意すべき事項などを説明する文書。

責任準備金
保険会社が将来の保険金支払いのために積立てて
いる金額。
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【た行】
大数の法則
数学的には、実際に実験して得られた結果として
の確率が理論的な確率に一致することをいい、サ
イコロを振って1の目が出る割合は振る回数を極
めて多くすれば、1/6に近づくことなどが例とし
て挙げられる。保険においては、個々の保険契約
者にとっては偶然の事象である火災による損害も、
多くの保険契約者についてみれば、毎年安定的な
割合で推移するように見えるので、これに基づい
て安定的に保険会社の経営を行うことができるこ
とを「大数の法則」といっている。

特約条項
保険契約の基本的内容である普通保険約款の内容
を必要に応じて変更することを定めた文書。

【は行】
被保険者
保険の保障を受ける者。傷害保険や生命保険では、
その者が負傷したり死亡したときに保険金が支払
われる保障の対象。

普通保険約款
保険契約の内容について定めた文書。どのような
場合に保険金がどのように支払われ、どのような
場合には保険金が支払われず、また、保険契約の
終了事由なども規定されている。少額短期保険会
社は、使用する普通保険約款の内容について、財
務局に届出を行わなければ、その普通保険約款を
使用した保険を募集することができない。
特約条項と併せて「保険約款」といわれることが
ある。

保険期間
保険会社が保障を行う期間として、保険契約上約
定した期間をいう。

保険業法
保険事業のあり方を規制する法律。保険業を行う
者の業務の健全かつ適正な運営と保険募集の公正
を確保するために、保険会社、保険代理店、ブロ
ーカーに対する監督等について規定している。

保険金
保障の対象とする事故が発生した場合に、保険会
社が支払う金銭をいう。

保険金額
保険契約上取り決めた保険会社が負う保険金支払
い責任の上限額。損害保険では、保険金額の範囲
内で、実際に生じた損害の額に対して保険金が支
払われる。

保険契約者
保険契約の当事者として、保険契約の内容を決定
し、保険会社との間で保険契約の締結を行う者。
保険料を負担する義務を負う。

保険法
保険契約の効力に関して定めた法律。2010年4
月に施行される前は商法の中に保険契約に関する
規定があったのを独立の法律にしたもの。消費者
保護等の観点から「片面的強行規定」の概念が取
り入れられ、保険約款の内容であっても、保険契
約者・被保険者にとって保険法より不利な内容を
定めると、その効力が否定されることがある。

保険約款
普通保険約款および特約条項のことで、保険契約
の内容について定めている。

保険料
保険会社が保険責任を負うことの対価として保険
契約者が支払う料金。
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「東京海上ミレア少額短期の現状2013」
2013年7月発行

東京海上ミレア少額短期保険株式会社
〒220-8135 横浜市西区みなとみらい2-2-1-1

横浜ランドマークタワー35F
電話（045）225-0031（代表）

URL：http://www.tmssi.co.jp/

平素より、東京海上ミレア少額短期をお引き立ていただき、誠に

ありがとうございます。

この度、当社の経営方針、事業概況、財務状況についてご説明す

るためにディスクロージャー誌「東京海上ミレア少額短期の現状

2013」を作成しました。

本誌が当社をご理解いただく一助になれば幸いです。

今後ともなお一層のご支援、ご愛顧を賜りますよう

お願い申し上げます。

＊ 本誌は「保険業法第272条の17において準用する保険業法第111条及び同施行
規則第211条の37」に基づいて作成した ディスクロージャー資料（業務及び財
産の状況に関する説明書類）です。

会社の概要（2013年3月31日現在）

はじめに

社 名 東京海上ミレア少額短期保険株式会社 資 本 金 1,595,833,332円

本社所在地 横浜市西区みなとみらい2-2-1-1 従 業 員 数 125名

横浜ランドマークタワー35F 代 理 店 数 2,156店

▲横浜ランドマークタワー
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